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ヽ
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地

区

計

画

-
　
日
独
比
較
の
視
点
か
ら
　
-

羽
　
　
月
　
　
正
　
　
美

一
は
じ
め
に
　
-
　
問
題
の
所
在

我
が
国
に
お
け
る
近
代
都
市
計
画
行
政
の
起
点
を
一
八
八
八
年
(
明
治
二
1
年
)
　
の
「
東
京
市
区
改
正
条
例
」
並
び
に
、
翌
1
八
八

九
年
(
明
治
二
二
年
)
　
の
「
東
京
市
区
改
正
土
地
建
物
処
分
規
則
」
　
の
制
定
・
公
布
に
求
め
る
と
す
る
な
ら
ば
へ
我
が
国
の
都
市
計
画

行
政
は
既
に
一
世
紀
を
超
え
る
歴
史
を
有
す
る
も
の
と
表
現
し
得
る
。
そ
の
間
、
我
が
国
に
お
い
て
、
欧
米
に
お
け
る
都
市
計
画
行
政

の
発
展
に
触
発
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
成
果
と
し
て
の
多
様
な
都
市
計
画
手
法
の
摂
取
が
試
み
ら
れ
'
今
日
へ
都
市
計
画
法
、
建
築
基
準
法
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等
、
都
市
計
画
へ
　
即
ち
都
市
に
対
す
る
公
的
統
御
を
目
的
と
し
、
且
つ
相
互
に
連
関
す
る
様
々
な
法
制
度
が
整
え
ら
れ
る
に
至
っ
て

(
-
)

い
る
。具

体
的
に
言
え
ば
、
秩
序
あ
る
都
市
の
形
成
と
発
展
を
第
一
発
的
目
的
と
L
t
　
こ
れ
を
介
し
た
均
衡
あ
る
国
土
の
発
展
及
び
公
共
の

福
祉
増
進
へ
の
寄
与
を
指
向
す
る
都
市
計
画
法
(
第
1
条
参
照
)
へ
建
築
物
の
敷
地
、
構
造
、
用
途
等
に
関
す
る
最
低
基
準
を
定
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
の
生
命
、
健
康
及
び
財
産
の
保
護
を
図
り
、
都
市
計
画
法
同
様
へ
公
共
の
福
祉
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
誇
っ
た

建
築
基
準
法
(
第
1
粂
参
照
)
へ
　
ま
た
へ
生
活
及
び
生
産
の
場
と
し
て
の
国
土
の
有
限
性
を
確
認
し
、
公
共
の
福
祉
の
優
先
、
自
然
環

境
保
全
と
い
う
視
点
か
ら
土
地
利
用
規
制
を
通
じ
て
総
合
的
・
計
画
的
な
国
土
利
用
の
推
進
を
回
ら
ん
と
す
る
国
土
利
用
計
画
法
(
節

1
条
・
第
二
粂
参
照
)
等
'
多
様
な
規
制
が
漸
次
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
数
次
に
及
ぶ
部
分
的
改
正
を
重
ね
つ

つ
へ
都
市
へ
の
人
口
の
集
中
へ
市
街
地
の
無
秩
序
な
拡
大
'
土
地
所
有
権
の
濫
用
な
ど
'
い
わ
ば
日
本
の
全
般
的
都
市
化
に
付
随
す
る

負
の
諸
現
象
を
克
服
す
る
こ
と
を
共
通
の
課
題
と
し
て
き
た
。

し
か
し
、
今
日
顕
著
な
欧
米
の
都
市
景
観
と
我
が
国
の
そ
れ
と
の
相
連
へ
彼
我
の
差
異
を
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
一
世
紀

に
及
ぶ
我
が
国
の
都
市
計
画
行
政
の
歴
史
は
'
必
ず
し
も
直
接
に
、
総
体
と
し
て
の
都
市
に
お
け
る
良
質
な
居
住
環
境
の
形
成
を
意
味

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
へ
　
居
住
の
場
へ
生
活
の
場
と
し
て
の
都
市
と
い
う
認
織
は
'
行
政
及
び
国
民
双
方
に
お
い
て
'
今
H
な

お
へ
　
極
め
て
浅
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

で
は
'
我
が
国
の
か
か
る
都
市
計
画
法
制
の
現
実
と
矛
盾
を
通
し
て
'
い
か
な
る
本
質
的
問
題
を
兄
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
。二

つ
の
問
題
に
注
目
し
た
い
o
第
1
の
問
題
は
'
欧
米
へ
と
-
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
現
行
都
市
計
画
法
制
の
基
礎
と
し
て
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そ
の
根
底
に
存
在
す
る
極
め
て
長
い
試
行
錯
誤
の
歴
史
と
へ
　
そ
の
畜
積
か
ら
確
立
さ
れ
た
都
市
の
公
的
統
御
と
い
う
理
念
及
び
そ
の
具

体
化
と
し
て
の
破
格
な
土
地
利
用
規
制
が
'
我
が
国
に
お
い
て
'
い
ま
だ
充
分
に
は
岨
嘱
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
t
と
い
う
点

Q

に
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
都
市
計
画
行
政
史
へ
な
か
で
も
'
一
九
世
紀
中
葉
以
降
の
都
市
改
良
を
目
的
と
し
た
立
法
努
力
の
流
れ

を
通
観
す
る
時
へ
そ
こ
に
、
土
地
利
用
規
制
を
核
と
す
る
都
市
の
公
的
統
御
と
い
う
基
本
理
念
の
形
成
と
発
展
を
明
瞭
な
形
で
兄
い
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
へ
産
業
革
命
の
進
行
が
人
間
の
生
活
様
式
及
び
労
働
環
境
、
さ
ら
に
そ
の
価
値
感
を
も
変
容
さ

せ
て
ゆ
-
中
で
'
急
激
に
進
行
す
る
都
市
化
現
象
、
即
ち
都
市
の
秩
序
な
き
水
平
的
膨
張
と
人
口
の
集
中
・
過
密
、
ま
た
労
働
者
階
級

の
不
衛
生
住
宅
問
題
等
、
こ
れ
ら
を
い
か
に
打
開
し
都
市
全
体
の
秩
序
を
確
立
す
べ
き
か
'
こ
の
間
磁
こ
そ
各
国
に
共
通
す
る
焦
眉
の

課
題
で
あ
っ
た
と
音
え
よ
う
。
行
政
当
局
へ
特
に
基
礎
自
治
体
と
し
て
の
市
町
村
に
よ
る
土
地
利
用
へ
住
宅
改
良
へ
の
積
極
的
介
入
の

制
度
化
は
'
か
か
る
諸
都
市
問
題
の
打
開
に
む
け
た
特
筆
す
べ
き
象
1
歩
に
他
な
ら
な
い
o

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
1
八
五
〇
年
r
ム
ラ
ン
法
」
　
(
不
衛
生
住
居
の
衛
生
化
に
関
す
る
法
律
、
L
o
i
d
u
1
3
a
v
r
i
1
1
8
5
0
r
e
l
a
t
i
v
e
抄

ゥ

】
a
s
s
a
i
n
i
s
s
e
ヨ
e
n
t
d
e
s
l
o
g
e
m
e
n
t
s
i
n
s
a
l
u
b
r
e
s
)
　
か
ら
一
九
一
九
年
の
「
都
市
整
備
・
美
化
・
拡
張
計
画
に
関
す
る
法
律
」
　
(
L
o
i
d
u

1
4
m
a
r
s
1
9
1
9
s
u
r
l
e
s
p
r
o
j
e
t
s
d
'
a
r
n
e
n
a
g
e
m
e
n
t
.
d
.
e
m
b
e
l
i
s
s
e
m
e
n
t
e
t
d
.
e
x
t
e
n
t
i
o
n
d
e
s
v
≡
e
s
)
　
へ
と
連
な
る
過
程
へ
ま
た
イ
ギ

リ
ス
に
お
け
る
一
八
五
一
年
の
「
シ
ャ
フ
ツ
ペ
リ
ー
法
」
　
(
r
a
b
o
u
r
i
n
g
C
l
a
s
s
e
s
.
L
o
d
g
i
n
g
H
o
u
s
e
s
A
c
t
)
　
の
成
立
か
ら
'
一
八
六
七

年
「
ト
-
レ
ン
ス
法
」
　
(
職
工
・
労
働
者
住
宅
法
、
A
r
t
i
s
a
n
s
'
L
a
b
o
u
r
e
r
s
'
D
w
e
≡
コ
g
A
c
こ
ち
一
八
七
五
年
「
ク
ロ
ス
法
」
(
職
工
・

労
働
者
階
級
住
宅
法
、
A
r
t
i
s
a
n
s
.
L
a
b
o
u
r
e
r
s
'
D
w
e
l
l
i
n
g
l
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
A
c
t
)
　
を
経
て
、
1
八
九
〇
年
「
労
働
者
階
級
住
宅
法
」

o

(
H
o
u
s
i
n
g
o
f
t
h
e
W
o
r
k
i
n
g
C
l
a
s
s
e
s
A
c
t
)
　
に
至
る
立
法
の
流
れ
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
1
八
七
五
年
の
「
プ
ロ
シ
ャ
街
路
線
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及
び
建
築
線
法
」
　
(
G
e
s
e
t
z
,
b
e
t
r
e
f
f
e
n
d
d
i
e
A
n
l
e
g
u
n
g
u
n
d
V
e
r
a
n
d
e
r
u
n
g
v
o
n
S
t
r
a
f
t
e
n
 
u
n
d
 
P
l
a
t
z
e
n
 
i
n
S
t
a
d
t
e
n
u
n
d
 
l
a
n
d
-

1
i
c
h
e
n
O
r
t
s
c
h
a
f
t
e
n
,
v
o
m
2
,
J
u
l
i
1
8
7
5
)
　
か
ら
t
 
I
九
〇
二
年
「
ア
ヂ
ケ
ス
法
」
　
(
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
に
お
け
る

ゥ

土
地
区
画
整
理
法
)
へ
一
九
一
八
年
「
住
居
法
」
　
へ
と
充
実
・
発
展
す
る
法
的
規
制
は
'
い
ず
れ
も
、
一
九
世
紀
に
顕
在
化
し
た
急
激

な
都
市
化
に
対
応
せ
ん
と
す
る
各
国
の
改
革
努
力
の
結
晶
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
ま
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
今
日
に
至
る
ま
で
の

C
D

間
に
よ
り
1
層
体
系
的
な
形
に
整
え
ら
れ
る
法
制
度
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
も
あ
る
.

か
く
の
如
く
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
都
市
計
画
法
制
の
本
質
は
'
端
的
に
言
え
ば
'
都
市
全
域
の
秩
序
化
を
念
頭
に
お
い
た

公
的
且
つ
厳
格
な
土
地
利
用
規
制
の
中
に
縮
図
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
む
ろ
ん
、
規
制
の
制
度
化
が
た
だ
ち
に
良
好

な
都
市
環
境
の
実
現
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
'
土
地
利
用
の
公
的
規
制
に
依
拠
し
た
へ
街
路
の
拡
幅
や
ス
ラ
ム
・
ク
リ

ア
ラ
ン
ス
等
個
別
具
体
的
な
都
市
改
良
事
業
の
蓄
積
と
経
験
を
介
し
て
'
土
地
利
用
の
公
的
規
制
自
体
が
人
間
の
居
住
の
場
と
し
て
の

良
好
な
都
市
環
境
の
形
成
・
維
持
に
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
と
の
認
識
が
漸
次
一
般
に
浸
透
し
て
き
た
こ
と
へ
同
時
に
、
こ
う
し
た
認

識
が
都
市
形
成
に
お
け
る
公
共
性
概
念
の
意
味
内
容
を
拡
張
し
て
き
た
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。

し
か
も
、
か
か
る
公
的
規
制
が
'
た
だ
単
に
既
に
顕
在
化
し
て
い
る
問
題
状
況
の
打
開
の
み
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
-
、
そ
れ
以

上
に
'
将
来
に
お
い
て
生
起
す
る
で
あ
ろ
う
諸
問
題
の
先
取
り
、
も
し
-
は
回
避
を
重
要
な
課
題
と
し
て
い
る
点
に
、
我
々
は
改
め
て

注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
「
計
画
」
と
し
て
の
「
都
市
計
画
」
の
存
在
意
義
が
あ
る
。

し
か
し
、
か
か
る
欧
州
都
市
計
画
法
制
の
歴
史
と
現
在
に
対
す
る
我
が
国
の
理
解
は
極
め
て
断
片
的
・
部
分
的
で
あ
り
'
表
面
的
な

都
市
計
画
手
法
の
導
入
は
あ
-
得
て
も
、
各
々
の
規
制
の
背
後
に
あ
る
歴
史
的
経
緯
と
理
念
に
対
す
る
理
解
は
著
し
-
遅
れ
て
い
る
と

言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
的
土
地
取
得
制
度
'
・
開
発
利
益
の
公
的
還
元
と
い
う
原
理
に
対
す
る
無
理
解
は
そ
の
一
証
左
で
あ
ろ
う
。
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そ
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
'
常
に
後
追
い
的
・
対
症
療
法
的
・
状
況
主
我
的
対
応
し
か
な
さ
れ
ず
'
「
計
画
な
き
都
市
計
画
」
が
現
状

を
追
記
す
る
事
態
が
常
態
化
し
て
い
る
。

第
二
の
問
題
は
都
市
計
画
に
お
け
る
責
任
主
体
の
あ
り
方
に
関
わ
っ
て
い
る
。
前
述
の
如
-
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
都
市
計

画
権
限
は
'
基
本
的
に
基
礎
自
治
体
た
る
市
町
村
に
帰
属
す
る
。
他
方
へ
我
が
国
に
お
い
て
'
都
市
計
画
は
、
東
京
市
区
改
正
条
例
以

(
7
)

来
伝
統
的
に
「
都
市
を
対
象
と
す
る
国
家
権
力
に
よ
る
行
政
」
と
把
掘
さ
れ
て
き
た
。
国
家
に
よ
る
か
か
る
都
市
計
画
権
限
の
留
保
は
'

旧
都
市
計
画
法
二
九
一
九
(
大
正
八
)
午
)
に
継
承
さ
れ
、
如
二
次
牡
界
大
戦
後
へ
新
憲
法
下
に
お
い
て
も
な
お
維
持
さ
れ
た
後
へ

一
九
六
八
年
の
新
都
市
計
画
法
の
成
立
に
至
っ
て
よ
う
や
く
へ
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
の
都
市
計
画
作
成
権
が
確
立
す
る
(
第
一

五
条
第
一
項
)
0

し
か
し
、
市
町
村
が
自
ら
の
権
限
に
基
づ
い
て
独
自
に
決
定
で
き
る
内
容
は
極
め
て
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
限
定
性
に
加
え
て
市

町
村
決
定
に
対
す
る
都
道
府
県
知
事
の
承
認
、
さ
ら
に
知
事
の
定
め
る
都
市
計
画
の
優
先
等
の
規
定
が
存
在
す
る
。
人
事
・
財
源
・
権

限
等
に
お
い
て
我
が
国
の
国
　
-
　
地
方
関
係
を
支
配
す
る
中
央
集
権
的
構
造
を
改
め
て
想
起
す
る
時
、
こ
の
構
造
が
都
市
計
画
行
政
に

お
い
て
も
妥
当
す
る
こ
と
を
容
易
に
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
即
ち
、
我
が
国
に
お
い
て
、
実
質
的
な
都
市
計
画
権
限
は
国
の
機

関
と
し
て
の
都
道
府
県
知
事
に
帰
属
L
へ
国
家
の
事
務
た
る
都
市
計
画
が
機
関
委
任
事
務
と
し
て
知
事
に
委
任
さ
れ
'
そ
の
結
果
と
し

(
8
)

て
'
都
道
府
県
議
会
を
も
そ
の
決
定
か
ら
排
除
す
る
。

さ
て
以
上
の
よ
う
な
我
が
国
の
状
況
、
即
ち
へ
有
効
な
土
地
利
用
規
制
が
法
制
度
自
体
に
欠
落
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
へ
市
町
村

当
局
が
都
市
秩
序
形
成
の
責
任
主
体
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
を
'
我
が
国
の
都
市
計
画
法
制
の
基
本
的
特
色
と

し
て
認
放
す
る
な
ら
ば
へ
　
か
か
る
状
況
を
打
破
す
る
緒
口
を
ど
こ
に
兄
い
出
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
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そ
の
1
つ
が
、
1
九
八
〇
年
へ
ド
イ
ツ
の
地
区
詳
細
計
画
を
モ
デ
ル
と
し
て
都
市
計
画
法
に
導
入
さ
れ
た
地
区
計
画
制
度
に
あ
る
。

市
街
化
区
域
及
び
市
街
化
調
整
区
域
の
区
別
、
あ
る
い
は
地
域
地
区
制
度
が
象
徴
す
る
ご
と
主
都
市
計
画
法
は
'
都
市
的
地
域
全

体
を
対
象
と
し
て
、
い
わ
ば
マ
ク
ロ
の
視
点
か
ら
都
市
の
土
地
利
用
を
規
制
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
他
方
へ
建
築
基
準
法
は
'

地
域
地
区
制
度
に
依
拠
し
っ
つ
も
'
敷
地
単
位
に
'
い
わ
ば
ミ
ク
ロ
の
視
点
か
ら
建
築
物
の
用
途
へ
　
建
蔽
率
、
容
積
率
等
の
諸
条
件
を

個
別
に
規
制
す
る
こ
と
を
基
本
的
目
的
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
法
制
度
に
は
、
し
た
が
っ
て
へ
比
較
的
狭
い
一
定
の
地
域
的
広
が
り
を
対

象
に
へ
　
そ
の
細
街
路
網
及
び
土
地
利
用
を
厳
格
に
拘
束
し
、
秩
序
あ
る
都
市
環
境
を
形
成
せ
ん
と
す
る
意
図
は
全
く
欠
落
し
て
い
る
と

言
っ
て
よ
い
。
市
町
村
を
策
定
主
体
と
す
る
地
区
計
画
制
度
は
'
ま
さ
に
こ
う
し
た
法
制
度
上
の
間
隙
を
也
め
る
べ
-
導
入
さ
れ
た
も

の
に
他
な
ら
な
い
。
我
が
国
の
都
市
計
画
法
制
の
理
念
と
構
造
を
理
解
す
る
上
で
も
、
ま
た
へ
西
欧
の
諸
都
市
計
画
手
法
に
対
す
る
我

が
国
の
理
解
の
あ
り
方
を
見
る
上
で
も
極
め
て
興
味
深
い
制
度
と
い
え
よ
う
。

本
稿
は
か
か
る
問
題
意
識
か
ら
'
地
区
計
画
制
度
を
対
象
に
'
ド
イ
ツ
に
お
け
る
制
度
の
歴
史
的
経
緯
を
踏
ま
え
た
上
で
、
我
が
国

に
お
け
る
制
度
の
導
入
と
実
態
を
検
討
し
、
都
市
計
画
法
制
に
お
け
る
そ
の
意
義
を
考
察
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

(
-
)
　
日
本
に
お
け
る
近
代
都
市
計
画
の
発
展
過
程
な
ら
び
に
西
欧
の
諸
制
度
と
の
連
関
に
つ
い
て
は
'
石
田
頼
房
r
日
本
近
代
都
市
計
画
史
研
究
し

(
柏
書
房
、
1
九
八
七
年
〓
1
月
)
、
特
に
第
一
二
1
章
へ
同
t
 
r
日
本
近
代
都
市
計
画
の
百
年
)
　
(
自
治
体
研
究
社
'
一
九
八
七
年
1
月
)
を
参

S
3
f
i

日
‥

(
2
)
　
1
部
の
研
究
者
に
お
い
て
は
土
地
利
用
規
制
の
手
法
を
民
間
主
導
の
ア
メ
リ
カ
型
と
公
共
主
務
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
と
に
分
類
し
た
上
で
t
よ

り
巌
格
な
規
制
を
し
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
制
度
の
検
肘
'
西
ド
イ
ツ
・
北
欧
の
地
区
計
画
制
度
の
日
本
へ
の
雅
人
の
検
肘
が
必
要
で
あ
る
と
の
紀
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織
が
'
か
な
り
早
い
時
期
に
な
さ
れ
て
い
る
。
日
笠
瑞
「
地
区
計
画
制
度
研
究
の
経
過
と
わ
が
国
の
都
市
登
傭
」
(
r
自
治
研
究
J
第
五
六
巻
第

七
号
)
な
お
へ
　
ア
メ
リ
カ
の
土
地
利
用
規
制
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
俊
一
r
比
較
都
市
計
画
序
説
1
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
土
地
利
用
規
制

-
　
j
　
(
三
省
堂
へ
一
九
八
五
年
)
　
を
参
照
。

(
3
)
　
ム
ラ
ン
法
成
立
の
社
会
的
背
景
と
そ
の
特
質
に
つ
い
て
は
'
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
都
市
計
画
の
形
成
　
-
一
八
五
〇
年
ム
ラ
ン
法
の

成
立
を
中
心
に
　
-
　
」
(
r
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
琵
-
第
二
八
巻
第
1
号
へ
一
九
八
七
年
)
を
参
照
。

(
4
)
　
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
近
代
都
市
計
画
の
流
れ
に
つ
い
て
は
t
 
w
i
≡
a
m
A
s
h
w
o
r
t
h
,
T
h
e
G
e
n
e
s
i
s
o
f
M
o
d
e
r
n
B
r
i
t
i
s
h
T
o
w
n
P
l
a
n
n
i
n
g
,

1
9
5
4
.
を
参
照
.
(
邦
訳
へ
下
線
薫
監
訳
、
r
イ
ギ
リ
ス
田
園
都
市
の
社
会
史
J
t
御
茶
の
水
書
房
へ
　
1
九
八
七
年
)
ま
た
'
イ
ギ
リ
ス
に
言
及

し
っ
つ
'
一
九
位
紀
以
降
の
独
仏
に
お
け
る
住
宅
改
良
の
歴
史
を
詳
細
に
比
較
検
肘
し
た
も
の
と
し
て
t
 
N
i
c
h
o
l
a
s
B
u
l
l
o
c
k
.
J
a
m
e
s
R
e
a
d
,

T
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
f
o
r
h
o
u
s
i
n
g
r
e
f
o
r
m
i
n
G
e
r
m
a
n
y
a
n
d
F
r
a
n
c
e
1
8
4
0
-
1
9
1
4
,
1
9
8
5
.
を
参
照
。

(
5
)
　
石
田
頼
一
昂
・
池
E
B
孝
之
r
「
建
築
線
」
計
画
か
ら
地
区
計
画
へ
の
展
開
し
　
(
東
京
都
立
大
学
都
市
研
究
セ
ン
タ
I
 
、
一
九
八
四
年
)
'
特
に
第

一章。

(
6
)
　
西
欧
諸
国
に
お
け
る
近
時
の
都
市
政
東
に
つ
い
て
は
、
r
法
律
時
報
]
(
特
集
　
都
市
開
発
と
都
市
法
の
鎗
理
、
1
九
八
九
年
第
六
一
巻
一
号
)

(
*
-
)
(
ォ
)
　
西
尾
勝
「
都
市
計
画
の
行
政
制
度
」
　
(
r
都
市
問
題
群
座
　
七
・
都
市
計
画
」
)
'
石
田
頼
房
、
前
掲
書
二
九
八
七
年
1
二
月
)
第
二
l

章
、
竹
下
諌
「
新
都
市
計
画
法
に
お
け
る
計
画
作
成
の
主
体
」
　
(
r
都
市
間
透
し
第
六
〇
巷
第
八
号
)
　
を
参
照
。
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二
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
地
区
詳
細
計
画

我
が
国
の
地
区
計
画
制
度
は
'
前
述
の
如
-
、
一
九
八
〇
(
昭
和
五
五
)
年
へ
ド
イ
ツ
の
地
区
詳
細
計
画
(
B
プ
ラ
ン
　
B
e
b
a
u
u
n
g
旦
a
n
)

を
モ
デ
ル
と
し
つ
つ
'
都
市
計
画
法
並
び
に
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
。
制
度
導
入
後
一
〇
年
を

経
た
今
日
、
三
四
都
道
府
県
,
1
七
四
市
町
村
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
,
地
区
致
四
1
0
を
数
え
る
に
至
っ
て
い
.
 
'
3
ォ

し
か
し
、
地
区
計
画
に
関
連
す
る
多
様
な
諸
制
度
、
即
ち
へ
沿
道
整
備
計
画
へ
集
落
地
区
計
画
、
再
開
発
地
区
計
画
、
用
途
別
容
横

型
地
区
計
画
,
住
宅
地
高
度
利
用
地
区
計
針
、
立
体
道
路
に
伴
う
地
区
計
画
等
,
多
く
の
制
度
が
警
缶
,
地
区
計
画
自
体
の
意
味

内
容
が
拡
大
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
し
て
も
'
そ
れ
ら
が
一
体
と
し
て
良
質
な
都
市
居
住
環
境
及
び
非
都
市
的
環
境
の
形
成
に
貢
献
し
て
い

e
>

る
と
は
青
い
難
い
。
「
計
画
な
き
と
こ
ろ
に
開
発
な
し
」
と
表
現
さ
れ
る
基
本
原
則
へ
換
言
す
れ
ば
「
建
築
の
自
由
」
　
の
否
定
が
'
都

市
秩
序
形
成
の
出
発
点
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
建
築
も
し
-
は
開
発
行
為
を
規
制
す
る
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
法
制
と
の
比
較
を
試
み
る

時
へ
我
が
国
の
制
度
が
今
日
な
お
多
く
の
矛
盾
を
内
在
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
矛
盾
を
把
握
し
'
我
が
国
都
市
計
画
法
制
の
改
革
の
方
向
を
探
る
た
め
に
へ
　
ま
ず
、
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
法
制
史
に
お
い
て
注

目
す
べ
き
三
つ
の
法
律
へ
　
即
ち
へ
一
八
七
五
年
プ
ロ
シ
ャ
建
築
線
法
へ
一
九
〇
〇
年
ザ
ク
セ
ン
一
般
建
設
法
へ
一
九
一
八
年
プ
ロ
シ
ャ

住
居
法
を
対
象
に
'
地
区
詳
細
計
画
(
B
プ
ラ
ン
)
　
の
成
立
と
そ
の
発
展
過
程
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
巨
視
的
に
見
て
、
こ
の

作
業
は
、
西
欧
諸
国
が
共
有
し
た
都
市
間
題
と
都
市
計
画
制
度
の
発
展
過
程
を
理
解
す
る
こ
と
に
も
連
動
す
る
。
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0
　
地
区
詳
細
計
画
の
成
立
と
発
展

c
m

地
区
詳
細
計
画
(
B
プ
ラ
ン
)
は
'
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
最
初
の
都
市
計
画
法
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
'
我
が
国
に
対
し
て
も
一

九
一
九
年
市
街
地
建
築
物
法
(
建
築
基
準
法
の
前
身
)
　
に
お
け
る
「
建
築
線
制
度
」
導
入
の
際
に
そ
の
範
を
提
供
し
た
と
さ
れ
る
一
八

七
五
年
七
月
二
日
の
「
プ
ロ
シ
ャ
街
路
線
及
び
建
築
線
法
」
を
制
度
的
嘱
矢
と
す
る
。
「
都
市
及
び
農
村
集
落
に
お
け
る
街
路
な
ら
び

に
広
場
の
建
設
ま
た
は
変
更
に
関
す
る
法
律
」
と
い
う
正
式
名
称
を
有
L
へ
全
二
〇
条
か
ら
な
る
こ
の
法
律
は
、
名
称
の
示
す
如
-
、

街
路
・
広
場
の
建
設
あ
る
い
は
変
更
に
際
L
へ
事
前
の
建
築
線
決
定
の
必
要
性
を
寧
っ
と
同
時
に
へ
決
定
の
主
体
へ
手
続
、
用
地
の
先

行
取
得
及
び
補
償
へ
さ
ら
に
費
用
負
担
等
'
近
代
都
市
計
画
の
様
々
な
手
法
を
規
定
し
て
い
る
。

で
は
'
B
プ
ラ
ン
に
関
連
し
て
最
も
注
目
す
べ
き
特
色
は
何
か
。

都
市
及
び
農
村
集
落
に
お
け
る
街
路
へ
広
場
の
建
設
・
変
更
に
際
し
、
「
地
方
自
治
体
又
は
そ
の
読
会
の
了
解
の
も
と
に
'
市
町
村

長
は
、
地
区
警
察
当
局
の
同
意
を
う
け
'
公
共
の
必
要
に
一
致
す
る
よ
う
に
'
街
路
線
及
び
建
築
線
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
5
)

と
す
る
第
1
条
を
受
け
て
'
第
二
条
は
次
の
如
く
規
定
す
る
。

「
前
条
の
規
定
線
の
指
定
は
'
個
々
の
街
路
お
よ
び
街
路
の
部
分
に
つ
い
て
へ
ま
た
は
'
近
い
将
来
の
予
想
さ
れ
る
必
要
性
に
そ
っ

て
、
地
区
詳
細
計
画
(
B
e
b
a
u
u
n
g
s
p
l
賢
e
n
)
を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
-
、
よ
り
広
い
範
囲
に
対
し
て
　
f
u
r
g
r
g
e
r
e
G
r
u
n
d
f
l
s
c
h
e
n
)

行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
-
-
」



386

こ
の
第
一
条
へ
第
二
条
の
意
味
は
、
交
通
・
建
築
を
考
慮
し
た
市
街
地
整
備
が
い
ま
だ
未
了
な
段
階
の
街
路
に
つ
い
て
、
住
居
の
建

設
を
否
定
す
る
拘
束
力
を
地
方
条
例
に
付
与
せ
ん
と
し
た
第
一
二
条
と
重
ね
る
時
、
一
層
明
瞭
と
な
ろ
う
。
即
ち
、
こ
の
法
律
は
'
公

道
と
建
築
敷
地
と
の
境
界
線
を
確
定
し
'
私
人
に
よ
る
公
道
蚕
食
を
阻
止
す
る
と
い
う
意
味
合
い
に
お
い
て
の
み
へ
「
街
路
線
・
建
築
線
」

を
規
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
街
路
・
広
場
の
建
設
・
変
更
の
前
提
条
件
と
し
て
事
前
の
街
路
線
・
建
築
線
の
指
定
を
自
治
体
(
描

定
権
は
市
町
村
長
に
帰
属
す
る
)
　
に
義
務
づ
け
た
こ
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
'
「
近
い
将
来
の
予
想
さ
れ
る
必
要
性
に
そ
っ
て
」
 
'
「
地

区
詳
細
計
画
」
を
策
定
し
、
「
よ
り
広
い
範
囲
に
対
し
て
」
　
こ
の
指
定
を
な
し
得
る
と
し
た
こ
と
は
'
土
地
利
用
規
制
を
線
的
統
制
に

擾
小
化
す
る
こ
と
な
-
'
時
間
的
要
素
を
と
り
込
み
つ
つ
面
的
統
制
へ
と
発
展
さ
せ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
市
街
化
へ
換
言
す
る

な
ら
ば
へ
都
市
人
口
の
集
中
・
過
密
、
不
良
建
築
物
の
秩
序
な
き
バ
ラ
建
ち
、
治
安
の
悪
化
等
に
集
約
さ
れ
る
都
市
化
現
象
に
い
か
に

し
て
先
ん
じ
、
「
建
築
の
自
由
」
　
(
B
a
u
f
r
e
i
h
e
i
t
)
　
と
い
う
実
態
を
公
共
的
に
拘
束
す
る
か
'
本
法
律
の
意
図
は
こ
の
一
点
に
か
か
っ
て

い
る
。一

般
公
衆
に
対
す
る
計
画
案
の
縦
覧
と
異
議
申
し
立
て
の
受
け
つ
け
(
第
七
条
)
へ
計
画
案
の
確
定
・
縦
覧
を
起
点
と
す
る
建
築
行

為
の
禁
止
お
よ
び
計
画
案
に
基
づ
-
地
方
自
治
体
の
土
地
収
用
権
限
(
第
一
一
粂
)
へ
さ
ら
に
'
沿
道
土
地
所
有
者
の
費
用
負
担
(
第

0

一
五
条
)
等
の
他
の
主
要
規
定
も
、
す
べ
て
か
か
る
目
的
か
ら
導
入
さ
れ
た
も
の
と
見
な
し
得
る
。

確
か
に
へ
　
こ
の
法
律
が
す
べ
て
の
都
市
間
題
を
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
地
区
計
画
の
策
定
に
よ
る
面
的
統
制
を
志
向
し
た
と
は

い
え
、
そ
の
主
眼
は
街
路
及
び
広
場
の
建
設
を
念
頭
に
置
い
た
街
路
線
・
建
築
線
の
指
定
と
'
そ
れ
ら
に
必
要
な
用
地
の
先
行
取
得
に

あ
り
へ
建
築
物
の
構
造
・
配
置
等
'
現
実
に
市
街
地
を
満
た
し
て
ゆ
-
建
造
物
の
諸
条
件
に
つ
い
て
は
、
警
察
当
局
が
従
来
通
り
こ
れ

を
規
制
し
て
い
る
。
ま
た
'
土
地
区
画
整
理
の
規
定
の
欠
落
が
'
敷
地
の
合
理
的
整
序
へ
　
ひ
い
て
は
1
体
と
し
て
の
地
区
の
整
備
を
不
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可
能
に
し
た
こ
と
も
、
法
律
に
内
在
す
る
限
界
で
あ
っ
た
。
街
路
後
背
地
に
お
け
る
「
建
築
自
由
の
原
則
」
の
温
存
は
へ
そ
の
帰
結
に

他
な
ら
な
い
。
か
か
る
限
界
の
克
服
は
'
一
九
一
八
年
プ
ロ
シ
ャ
住
居
法
の
制
定
ま
で
得
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
'
市
町
村
を
都
市
秩
序
形
成
の
第
一
の
責
任
主
体
と
し
て
位
置
づ
け
た
本
法
律
が
、
市
街
地
の
土
地
利
用
に
対
す
る
行
政
の

よ
り
接
種
的
な
'
面
的
統
制
と
い
う
視
座
か
ら
の
介
入
の
必
要
性
へ
換
言
す
れ
ば
私
的
所
有
権
の
社
会
的
拘
束
の
必
要
性
を
'
以
後
へ

漸
次
的
な
が
ら
も
広
-
一
般
に
認
識
さ
せ
て
ゆ
く
決
定
的
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
0

さ
て
、
か
か
る
認
識
の
浸
透
を
背
景
と
し
て
'
地
区
詳
細
計
画
(
B
プ
ラ
ン
)
概
念
の
内
容
を
よ
り
豊
か
に
し
た
法
律
が
'
一
九
〇

〇
年
ザ
ク
セ
ン
1
般
建
設
法
(
A
l
l
e
g
e
m
e
i
n
e
s
B
a
u
g
e
s
e
t
z
f
u
r
d
a
s
K
o
n
i
g
r
e
i
c
h
S
a
c
h
s
e
n
)
　
で
あ
っ
た
。

(
H
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
c
o
)

「
総
合
的
都
市
計
画
法
」
'
「
ド
イ
ツ
初
の
近
代
的
建
設
法
」
と
し
て
、
規
定
の
先
進
性
・
総
合
性
が
高
く
評
価
さ
れ
る
ザ
ク
セ
ン
1

般
建
設
法
の
最
も
注
目
す
べ
き
特
質
は
'
そ
れ
が
'
当
該
地
区
内
の
建
築
敷
地
に
つ
い
て
そ
の
利
用
形
態
を
詳
細
且
つ
具
体
的
に
規
制

し
、
土
地
利
用
規
制
を
大
き
-
前
進
さ
せ
た
こ
と
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
計
画
の
最
終
決
定
権
は
地
方
議
会
に
帰
属
す
る
と
し
つ
つ
、
計

画
案
の
作
成
主
体
の
一
つ
と
し
て
地
権
者
へ
私
人
を
予
定
し
て
い
る
こ
と
も
新
た
な
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
'
一
八
七
五
年
プ
ロ
シ

ャ
街
路
線
及
び
建
築
線
法
に
お
け
る
B
プ
ラ
ン
の
面
的
統
制
の
限
界
を
大
き
く
乗
り
越
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

因
に
'
地
区
と
し
て
の
一
体
性
へ
総
体
と
し
て
の
都
市
環
境
の
水
準
の
高
さ
を
確
保
す
べ
く
地
区
詳
細
計
画
に
盛
り
込
み
得
る
と
さ

れ
た
事
項
は
、
街
路
線
・
建
築
線
を
は
じ
め
と
し
、
建
築
物
の
高
さ
・
建
蔽
率
等
建
物
の
構
造
及
び
建
築
敷
地
と
の
関
係
へ
上
水
道
・

排
水
路
へ
　
さ
ら
に
公
園
へ
緑
地
、
公
共
施
設
の
た
め
の
用
地
な
ど
極
め
て
多
岐
に
及
ん
で
お
り
へ
今
日
の
地
区
詳
細
計
画
の
内
容
に
匹

(
9
)

敵
す
る
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
「
平
面
図
と
立
面
図
を
備
え
た
都
市
計
画
」
と
音
え
た
。

B
プ
ラ
ン
の
内
容
的
充
実
に
加
え
へ
そ
の
上
位
計
画
た
る
「
地
域
拡
張
計
画
し
(
O
r
t
s
e
r
w
e
i
t
e
r
u
n
g
s
p
l
a
n
)
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
も
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今
一
つ
の
注
目
点
で
あ
る
。
即
ち
、
土
地
利
用
計
画
自
体
は
対
象
外
と
し
つ
つ
も
ち
市
街
化
に
先
ん
じ
て
幹
線
街
路
へ
給
・
排
水
施
設

等
都
市
の
主
要
施
設
の
将
来
像
を
広
域
的
に
警
察
当
局
が
主
体
と
な
っ
て
策
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
の
規
定
は
'
一
九
二
六
年
へ

地
方
自
治
体
当
局
を
責
任
主
体
と
す
る
「
土
地
区
分
計
画
」
(
F
l
a
c
h
e
n
a
u
f
t
e
i
l
u
n
g
s
p
l
a
n
)
　
へ
と
発
展
的
に
継
承
・
改
正
さ
れ
て
い
る
o

こ
れ
は
へ
現
在
の
「
土
地
利
用
計
画
」
　
(
F
l
a
c
h
e
n
n
u
t
z
u
n
g
s
p
l
a
n
=
F
プ
ラ
ン
)
、
即
ち
へ
地
区
詳
細
計
画
(
B
プ
ラ
ン
)
　
の
マ
ス
タ
ー

(
1
0
)

プ
ラ
ン
と
し
て
、
市
町
村
全
域
を
対
象
に
地
方
自
治
体
(
市
町
村
)
　
が
定
め
る
土
地
利
用
基
本
方
針
の
先
駆
的
規
定
で
あ
る
。
こ
の
土

地
区
分
計
画
に
よ
っ
て
へ
居
住
用
地
、
緑
地
・
広
場
等
環
境
保
全
地
域
、
工
業
用
地
、
農
林
業
地
へ
さ
ら
に
利
用
未
決
地
等
の
詳
細
な
'

且
つ
事
前
の
土
地
利
用
規
制
が
'
即
ち
B
プ
ラ
ン
自
体
の
拘
束
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
今
日
の
F
プ
ラ
ン
　
ー
　
B
プ
ラ
ン
と
い
う
市

町
村
の
二
段
階
計
画
方
式
が
へ
　
こ
の
時
点
で
整
っ
た
と
言
え
る
。

か
か
る
規
定
は
'
合
理
的
な
建
築
敷
地
の
整
備
を
目
的
と
す
る
土
地
区
画
整
理
(
U
ヨ
l
e
g
u
n
g
)
及
び
境
界
整
理
(
㌢
d
e
r
u
n
g
d
e
r

G
r
e
n
z
e
n
)
　
規
定
や
、
未
建
築
地
域
を
建
築
敷
地
と
成
す
た
め
の
絶
対
条
件
と
し
て
の
地
区
計
画
の
義
務
づ
け
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な

従
来
以
上
の
よ
り
厳
し
い
建
築
の
自
由
の
拘
束
等
、
同
様
に
特
筆
す
べ
き
内
容
と
と
も
に
、
ザ
ク
セ
ン
一
般
建
設
法
を
近
代
的
・
総
合

的
都
市
計
画
法
と
し
て
性
格
づ
け
る
根
拠
と
な
し
得
よ
う
。

1
八
七
五
年
プ
ロ
シ
ャ
街
路
線
及
び
建
築
線
法
か
ら
1
九
〇
〇
年
ザ
ク
セ
ン
1
般
建
設
法
へ
と
連
な
る
地
区
詳
細
計
画
へ
土
地
利
用

規
制
の
制
度
的
発
展
は
'
一
八
七
五
年
法
改
正
を
主
目
的
と
す
る
一
九
一
八
年
プ
ロ
シ
ャ
住
居
法
の
成
立
に
よ
っ
て
さ
ら
に
一
歩
前
進

す
る
こ
と
と
な
る
。
最
後
に
'
二
点
に
絞
っ
て
そ
の
特
質
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
一
は
'
既
に
1
九
〇
二
年
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
を
対
象
に
適
用
さ
れ
て
い
た
土
地
区
画
整
理
法
(
ア
ヂ
ケ
ス
法
)

(‖)

を
'
全
州
的
に
各
市
町
村
に
適
用
す
る
こ
と
を
認
め
た
点
に
あ
る
。
1
八
七
五
年
法
に
欠
落
す
る
こ
の
規
定
は
、
急
速
な
市
街
化
が
予
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想
さ
れ
な
が
ら
も
、
土
地
所
有
権
が
錯
綜
し
、
そ
の
結
果
、
都
市
秩
序
維
持
の
観
点
か
ら
見
て
へ
極
め
て
非
合
理
的
な
建
築
敷
地
の
形

状
が
温
存
さ
れ
て
い
た
郊
外
地
を
統
制
し
て
ゆ
く
上
で
不
可
欠
の
手
法
と
な
っ
た
0

第
二
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
残
地
収
用
規
定
に
あ
る
。
住
居
法
第
一
三
条
は
次
の
如
く
規
定
す
る
。

(
第
一
三
条
・
a
)
　
規
定
線
が
或
る
街
路
も
し
-
は
街
路
の
一
部
、
又
は
広
場
に
対
し
て
正
式
に
指
定
さ
れ
た
時
点
で
、
そ
の

街
路
も
し
-
は
街
路
の
一
部
へ
又
は
広
場
の
規
定
線
に
接
し
た
土
地
が
、
そ
の
地
域
の
建
築
警
察
的
規
定
に
よ
り
建
築
に
適
さ
な
-

な
っ
た
場
合
、
補
償
に
か
え
て
そ
の
土
地
を
所
有
者
か
ら
収
用
す
る
権
利
を
地
方
自
治
体
が
獲
得
す
る
。
-
-

②
　
前
項
に
よ
-
収
用
し
た
土
地
が
'
ま
と
め
て
も
'
地
方
自
治
体
官
署
が
所
有
す
る
他
の
土
地
と
合
わ
せ
て
も
建
築
に
適
さ
な

い
場
合
に
は
'
地
方
自
治
体
は
'
収
用
し
た
土
地
を
、
隣
接
地
所
有
者
の
求
め
に
応
じ
へ
利
子
を
含
め
た
費
用
の
弁
済
と
交
換
に
譲

(S)

り
渡
す
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
-
-

規
定
線
計
画
、
即
ち
へ
街
路
線
・
建
築
線
計
画
に
よ
っ
て
「
建
築
に
適
さ
な
い
」
残
地
が
生
じ
た
場
合
に
、
自
治
体
が
こ
れ
を
収
用

す
る
へ
あ
る
い
は
隣
接
地
主
に
転
売
す
る
権
利
・
義
務
を
確
認
し
た
こ
の
条
文
は
、
都
市
秩
序
形
成
の
責
任
が
自
治
体
(
市
町
村
)
　
に

存
す
る
と
い
う
こ
と
、
同
時
に
へ
そ
の
秩
序
形
成
の
最
重
要
手
段
が
土
地
利
用
に
対
す
る
公
的
統
御
に
あ
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い

る
。
規
定
線
計
画
の
対
象
自
体
を
街
路
・
広
場
の
み
な
ら
ず
公
園
、
運
動
・
休
養
広
場
に
ま
で
拡
大
し
、
地
区
詳
細
計
画
(
B
プ
ラ
ン
)

の
網
を
よ
り
密
に
し
た
こ
と
も
、
そ
う
し
た
認
識
の
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
都
市
計
画
法
制
の
発
展
過
程
が
'
概
略
以
上
の
如
-
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
改
め
て
、
そ
こ
に
何
を



3
9
。
　
兄
い
出
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
自
治
体
を
兼
任
主
体
と
す
る
建
築
線
指
定
、
地
区
詳
細
計
画
へ
土
地
利
用
区
分
へ
残
地
収
用
等
の
諸
手

法
は
'
い
ず
れ
も
、
市
街
地
の
混
乱
と
秩
序
な
き
膨
張
に
先
ん
じ
て
'
土
地
所
有
権
を
社
会
的
に
拘
束
す
る
と
い
う
理
念
、
そ
の
拘
束

が
都
市
的
地
域
・
非
都
市
的
地
域
双
方
の
秩
序
を
維
持
す
る
上
で
必
須
で
あ
る
と
の
理
解
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
二
〇
世
紀
前
半
に
至

る
ま
で
漸
次
的
に
充
実
・
発
展
を
見
せ
て
き
た
そ
の
過
程
の
根
底
に
、
か
か
る
土
地
所
有
権
の
公
共
性
、
都
市
的
空
間
の
公
共
性
と
い

う
理
念
が
常
に
伏
在
し
て
い
る
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
な
い
。
「
所
有
権
は
義
務
が
伴
う
。
そ
の
行
使
は
'
同
時
に
公
共
の
福
祉
に
役

立
つ
べ
き
で
あ
る
o
」
(
第
一
五
三
条
第
三
項
)
と
し
へ
「
労
働
ま
た
は
資
本
の
投
下
な
-
し
て
生
じ
た
地
価
の
騰
貴
は
'
全
体
の
た
め
に
'

利
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
　
(
第
一
五
五
条
第
三
項
)
　
と
し
た
一
九
一
九
年
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
は
、
都
市
の
公
的
統
御
を
企
図
し

(
2
)

た
こ
う
し
た
試
行
錯
誤
の
一
つ
の
到
達
点
で
あ
っ
た
。

こ
の
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
精
神
は
、
さ
ら
に
、
1
九
四
九
年
憲
法
(
ボ
ン
基
本
法
)
　
へ
と
継
承
さ
れ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
即
ち
、

恵
法
第
一
四
条
は
'
第
一
項
で
所
有
権
・
相
続
権
の
保
証
と
法
律
に
よ
る
そ
の
内
容
及
び
限
界
の
確
定
に
つ
い
て
規
定
し
た
後
に
、
第

(
2
)

二
項
に
お
い
て
'
「
所
有
権
に
は
義
務
が
伴
う
。
そ
の
行
使
は
'
同
時
に
公
共
の
福
祉
に
役
立
つ
べ
き
で
あ
る
」
と
し
へ
所
有
権
に
内

在
す
る
公
共
的
制
約
を
明
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
へ
　
こ
の
憲
法
の
規
定
が
'
今
日
の
地
区
詳
細
計
画
を
規
定
す
る
一
九
六
〇
年
連
邦
建

設
法
(
一
九
八
七
年
へ
連
邦
都
市
建
設
促
進
法
(
一
九
七
一
年
)
と
と
も
に
へ
建
設
法
典
へ
と
統
合
さ
れ
た
。
)
自
体
を
へ
そ
の
基
本

的
理
念
に
お
い
て
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
行
の
地
区
詳
細
計
画
制
度
は
'
か
か
る
意
味
合
い
に
お
い
て
'
一
九
世
紀
以
降
へ
漸
次
発
展
を
と
げ
た
都
市
計
画
法
制
の
'
ま
き

(
」
)

に
そ
の
発
展
の
延
長
線
上
に
位
置
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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f
J
　
地
区
詳
細
計
画

最
後
に
'
現
行
制
度
の
基
本
的
特
色
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

(
2
)

連
邦
建
設
法
第
一
条
は
、
都
市
計
画
の
概
念
と
そ
の
第
一
義
的
機
能
に
つ
い
て
へ
次
の
如
く
明
瞭
に
規
定
す
る
。

(
第
一
粂
)
　
(
I
)
　
都
市
建
設
計
画
は
へ
　
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
'
自
治
体
に
お
け
る
建
築
そ
の
他
の
土
地
利
用

を
、
準
備
し
、
指
揮
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

(
二
)
　
都
市
建
設
計
画
(
B
a
u
l
e
i
t
p
l
a
n
e
)
　
は
、
F
プ
ラ
ン
　
(
F
l
a
c
h
e
n
n
u
t
z
u
n
g
s
p
l
a
n
　
準
備
的
都
市
建
設
計
画
　
-
　
土
地
利
用

計
画
(
筆
者
)
)
、
及
び
B
プ
ラ
ン
　
(
B
e
b
a
u
u
n
g
旦
a
n
・
拘
束
的
都
市
建
設
計
画
　
-
　
地
区
詳
細
計
画
(
筆
者
)
)
と
す
る
。

(
≡
)
　
自
治
体
は
'
都
市
の
発
展
と
秩
序
に
必
要
な
限
-
に
お
い
て
'
都
市
建
設
計
画
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(
四
)
　
都
市
建
設
計
画
は
'
国
土
計
画
・
地
方
計
画
の
目
標
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
0

(
五
)
　
自
治
体
が
総
合
計
画
を
定
め
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
都
市
計
画
に
意
味
を
も
つ
部
分
を
考
慮
し
て
都
市
建
設
計
画
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。
(
以
下
稔
合
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
　
-
　
略
)

(
六
)
　
都
市
建
設
計
画
は
、
都
市
の
秩
序
あ
る
発
展
及
び
公
共
の
利
益
に
対
応
し
た
、
社
会
的
に
公
正
な
土
地
の
利
用
を
保
障
し
、

人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
環
境
の
確
保
に
寄
与
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
(
以
下
、
計
画
策
定
時
の
考
慮
点
に
つ
い
て
　
-
　
略
)

(
七
)
　
都
市
建
設
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
'
公
的
な
利
害
と
私
的
な
利
害
を
互
い
に
対
比
し
て
十
分
に
比
較
考
量
す
る
も
の

と
す
る
。



3
9
2
　
　
こ
こ
に
明
ら
か
な
如
-
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
都
市
計
画
は
、
「
社
会
的
に
公
正
な
土
地
利
用
」
の
保
障
な
ら
び
に
「
人
間
に
ふ
さ
わ

し
い
環
境
」
の
確
保
を
主
眼
と
し
へ
　
そ
の
具
体
的
内
容
は
環
境
形
成
の
責
任
主
体
た
る
自
治
体
に
よ
っ
て
策
定
さ
れ
る
F
プ
ラ
ン
　
ー

(
1
7
)

B
プ
ラ
ン
の
二
段
階
計
画
の
中
に
集
約
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

法
的
拘
束
力
を
有
し
て
い
な
い
と
は
い
え
へ
自
治
体
全
域
を
対
象
と
し
て
、
且
つ
将
来
的
需
要
を
勘
案
し
た
上
で
土
地
利
用
の
用
途
・

基
本
方
針
を
定
め
る
も
の
が
F
プ
ラ
ン
と
す
れ
ば
　
(
連
邦
建
設
法
第
五
・
六
・
七
粂
)
へ
　
こ
れ
を
基
礎
と
し
条
例
と
し
て
策
定
さ
れ
る

B
プ
ラ
ン
は
、
一
定
地
区
内
の
土
地
利
用
、
建
築
・
開
発
行
為
を
個
別
具
体
的
に
且
つ
法
的
拘
束
力
を
も
っ
て
へ
公
的
に
規
制
す
る
計

画
に
他
な
ら
な
い
(
同
へ
第
八
・
九
粂
)
。
改
め
て
指
摘
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
B
プ
ラ
ン
・
地
区
詳
細
計
画
の
策
定
を
以
っ
て
初
め
て
、

当
該
地
区
内
に
お
け
る
建
築
・
開
発
行
為
が
可
能
と
な
る
と
い
う
原
則
で
あ
る
。
計
画
対
象
外
の
す
べ
て
の
土
地
は
、
建
築
抑
制
地
域

と
し
て
留
保
さ
れ
る
。

因
み
に
へ
　
第
九
条
は
、
B
プ
ラ
ン
に
お
い
て
指
定
し
得
る
規
制
内
容
と
し
て
'
建
築
物
の
用
途
及
び
密
度
へ
　
建
築
方
式
と
配
置
、
最

小
画
地
、
公
園
へ
　
運
動
場
へ
　
駐
車
場
等
非
居
住
施
設
、
公
共
施
設
へ
交
通
用
地
さ
ら
に
建
築
禁
止
地
域
等
'
極
め
て
多
岐
に
わ
た
る
項

目
を
列
挙
し
て
い
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
へ
地
区
と
い
う
〓
疋
の
広
が
り
を
対
象
に
へ
　
そ
の
総
合
的
・
一
体
的
整
備
が
個
別
建
築
物
規

制
と
同
時
に
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
地
区
毎
の
B
プ
ラ
ン
の
集
棟
が
都
市
的
地
域
全
体
の
良
質
な
環
境
を
保
証
す
る
と
言
え
よ

sas

千
)
　
日
笠
端
「
住
宅
・
宅
地
間
硯
に
対
す
る
都
市
計
画
の
役
†
-
地
区
レ
ベ
ル
の
都
市
計
画
の
推
進
　
-
　
」
(
r
新
都
市
j
第
四
四
巻
二
月
、

一
二
-
一
七
頁
)
、
面
積
比
か
ら
見
る
と
、
市
街
化
区
域
全
体
の
1
%
に
す
ぎ
な
い
。
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(
2
)
　
地
区
計
画
関
連
制
度
一
覧
(
日
笠
端
、
前
掲
論
文
一
七
頁
)



3ョ

日
笠
端
'
前
掲
論
文
一
七
頁
。
な
お
へ
　
用
途
別
容
横
型
地
区
計
画
及
び
住
宅
地
高
度
利
用
地
区
計
画
の
両
制
度
新
設
の
目
的
と
対
象
地
区
に

つ
い
て
は
、
大
藤
朗
、
稗
田
昭
人
「
都
市
計
画
法
及
び
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て
(
一
)
　
(
二
・
完
)
」
(
r
自
給
研
究
し

第
六
六
巻
第
九
号
二
〇
号
)
を
参
照
。

(
3
)
　
石
田
頼
房
r
地
区
計
画
制
度
の
関
越
点
と
活
用
(
そ
の
　
ォ
)
j
(
r
住
民
と
自
治
1
　
1
九
八
一
年
一
〇
月
)
へ
八
三
頁
o

(
4
)
　
石
E
]
頼
房
・
池
田
孝
之
r
「
建
築
線
」
計
画
か
ら
地
区
計
画
へ
の
展
開
J
　
(
東
京
都
立
大
学
都
市
研
究
セ
ン
タ
I
、
一
九
八
四
年
)
、
九
頁
o

ド
イ
ツ
に
お
け
る
制
度
の
展
開
全
般
に
つ
い
て
、
本
文
献
第
一
章
、
大
村
謙
二
郎
r
ド
イ
ツ
に
お
け
る
一
九
位
紀
後
半
の
都
市
拡
張
へ
の
対
処

と
近
代
都
市
計
画
の
成
立
j
　
(
日
本
建
築
学
会
図
書
室
蔵
書
)
及
び
'
デ
ィ
I
l
ア
リ
ッ
ヒ
、
コ
ッ
ホ
r
西
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
制
度
　
-
　
建
築

の
秩
序
と
自
由
]
　
(
阿
部
成
拾
訳
'
学
芸
出
版
社
、
l
九
八
1
年
)
第
1
章
へ
訳
者
解
説
を
参
考
に
し
た
。
な
お
へ
一
九
世
紀
前
半
の
ベ
ル
リ

ン
に
焦
点
を
合
わ
せ
へ
　
そ
の
都
市
形
成
の
背
景
を
詳
述
し
た
文
献
と
し
て
、
ヘ
ル
マ
ン
・
G
・
プ
ン
-
「
建
築
家
シ
ン
ケ
ル
と
ベ
ル
リ
ン
　
ー

一
九
位
能
の
都
市
環
境
の
造
形
j
　
(
松
本
訳
、
中
央
公
給
美
術
出
版
へ
昭
和
六
〇
年
)
が
興
味
深
い
。

(
5
)
　
C
o
n
s
t
a
n
z
B
a
l
t
z
,
P
r
e
u
l
i
i
s
c
h
e
s
B
a
u
p
o
l
i
z
e
i
r
e
c
h
t
,
1
9
1
0
.
p
.
1
8
7
-
p
.
1
9
2
.
石
田
頼
房
・
池
田
孝
之
へ
前
掲
書
'
1
二
-
二
二
頁
o

(
<
」
>
)
　
C
o
n
s
t
a
n
z
B
a
l
t
z
.
i
b
i
d
.
石
田
頼
房
・
池
田
孝
之
へ
前
掲
書
へ
一
四
-
一
五
頁
O

(
7
)
　
石
田
頼
房
・
池
田
孝
之
へ
前
掲
書
、
一
九
貫
。

(
8
)
　
デ
ィ
I
.
ア
リ
ッ
ヒ
'
コ
ッ
ホ
'
前
掲
書
へ
一
八
頁
。

(
9
)
　
石
田
頼
房
・
池
田
孝
之
へ
前
掲
書
'
二
〇
頁
。

(
2
)
　
石
田
頼
房
・
池
田
孝
之
へ
前
掲
書
へ
　
二
一
貫
。

(
1
)
　
石
田
頼
房
・
池
田
孝
之
、
前
掲
書
'
1
六
-
1
七
貫
O

(
ほ
)
　
石
田
頼
房
・
池
田
孝
之
'
前
掲
書
'
一
八
頁
。
行
政
当
局
に
よ
る
残
地
収
用
及
び
隣
接
土
地
所
有
者
へ
の
残
地
の
転
売
と
い
う
こ
の
〓
二
条
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の
規
定
と
全
く
同
主
旨
の
規
定
が
'
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
'
ド
イ
ツ
に
半
世
紀
以
上
先
ん
じ
る
形
で
既
に
一
八
五
二
年
三
月
二
六
日
の
「
バ
リ

の
街
路
に
関
す
る
デ
ク
レ
」
の
中
に
兄
い
出
さ
れ
る
。
拙
稿
「
第
二
帝
政
と
バ
リ
都
市
改
造
」
(
r
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
J
第
二
六
巻
第

一
号
'
一
九
八
五
年
)
参
照
。

(
S
)
　
高
木
八
尺
、
末
延
三
次
'
宮
沢
俊
義
稲
r
人
権
宣
言
集
)
　
(
1
九
五
七
年
'
岩
波
書
店
)
'
二
二
二
l
二
四
頁
o
 
c
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
r
憲
法

論
L
　
(
阿
部
照
我
、
村
上
義
弘
訳
、
1
九
七
四
年
'
み
す
ず
書
房
)
'
四
六
八
頁
。
デ
ィ
-
テ
リ
ッ
ヒ
'
コ
ッ
ホ
'
前
掲
書
'
1
九
頁
。

(
3
)
　
高
木
へ
末
延
、
宮
沢
箱
へ
前
掲
書
'
二
l
云
頁
。
樋
口
陽
一
、
吉
田
尊
明
絹
r
解
配
性
界
憲
法
焦
し
(
三
省
堂
へ
一
九
八
八
年
)
'
1
六
六
頁
。

(
1
 
5
)
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
都
市
計
画
の
発
展
の
型
に
つ
い
て
'
そ
の
特
徴
が
B
プ
ラ
ン
と
い
う
同
じ
名
称
の
下
に
そ
の
内
容
を
充
実
さ
せ
て
ゆ
-
と

い
う
'
い
わ
ば
積
み
上
げ
改
良
方
式
に
あ
る
こ
と
、
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
既
存
の
制
度
の
運
用
が
よ
り
成
熟
す
る
こ
と
に
あ
る
と
評
価
さ
れ

る
1
方
'
我
が
国
の
都
市
計
画
の
あ
り
方
が
主
と
し
て
新
制
度
の
創
設
と
い
う
方
法
で
展
開
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
デ
ィ
-
テ
リ
ッ

ヒ
'
コ
ッ
ホ
前
掲
書
、
二
二
二
貫
(
訳
者
解
説
)
0

(
2
)
　
D
a
s
D
e
u
t
s
c
h
e
B
u
n
d
e
s
r
e
c
h
t
,
A
r
b
e
i
t
s
-
u
n
d
S
o
z
i
a
l
r
e
c
h
t
.
R
a
u
m
o
r
d
n
u
n
g
,
B
a
u
w
e
s
e
n
,
S
t
a
d
t
e
b
a
u
(
F
o
r
t
s
e
t
z
u
n
g
)
V
H
4
0
-
V
Z
,
p
.
1
-

p
.
9
.
(
B
a
u
g
e
s
e
t
z
b
u
c
h
(
B
a
u
G
B
V
)
.
p
.
1
1
3
-
p
.
1
2
1
.
(
B
u
n
d
e
s
b
a
u
g
e
s
e
t
z
(
B
B
a
u
G
)
)
デ
ィ
-
テ
リ
ッ
ヒ
'
コ
ッ
ホ
'
前
掲
書
へ
二
三
一
貫
。

(
1
)
　
な
お
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
住
環
境
概
念
の
一
つ
で
あ
る
「
空
間
的
秩
序
」
(
R
*
ヨ
O
r
d
n
u
n
g
)
概
念
の
歴
史
的
背
景
と
意
味
内
容
及
び
様
々

な
レ
ベ
ル
の
計
画
と
の
連
関
に
つ
い
て
は
'
藤
田
宙
靖
r
西
ド
イ
ツ
の
土
地
法
と
日
本
の
土
地
法
]
　
(
創
文
社
へ
一
九
八
八
年
)
'
四
一
-
五
九

貫
を
、
ま
た
へ
レ
プ
ケ
'
ビ
ュ
ー
ロ
ー
ら
の
地
域
主
義
へ
地
域
計
画
宙
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
祖
田
修
r
西
ド
イ
ツ
の
地
域
計
画
]
(
大
明
堂
'

昭
和
五
九
年
)
　
を
参
照
。
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三
　
我
が
国
の
地
区
計
画
制
度

前
章
に
概
観
し
た
如
-
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
地
区
詳
細
計
画
は
'
「
建
築
の
自
由
」
　
の
否
定
を
拠
と
す
る
公
的
且
つ
厳
格
な
土
地
利

用
規
制
を
手
段
と
し
た
良
好
な
都
市
環
境
の
形
成
と
保
全
を
へ
　
そ
の
基
本
的
目
的
と
す
る
。
と
す
れ
ば
、
明
治
期
以
来
へ
官
治
的
・
集

権
的
都
市
計
画
行
政
の
伝
統
を
払
拭
で
き
ぬ
ま
ま
に
'
公
共
的
・
社
会
的
制
約
を
欠
落
さ
せ
た
土
地
所
有
権
の
行
使
及
び
建
築
・
開
発

行
為
を
許
容
し
て
い
る
今
日
の
我
が
国
に
お
い
て
'
地
区
計
画
は
い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

0
　
「
都
市
計
画
」
　
の
ジ
レ
ン
マ

ま
ず
へ
我
が
国
の
都
市
計
画
制
度
に
内
在
す
る
主
要
な
問
題
と
し
て
'
第
一
に
、
極
め
て
綾
や
か
な
土
地
利
用
規
制
を
'
第
二
に
'

都
市
秩
序
形
成
の
主
体
と
し
て
の
住
民
及
び
市
町
村
と
い
う
認
識
の
不
徹
底
を
と
り
あ
げ
へ
こ
れ
ら
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
お
き
た
い
。

都
市
計
画
法
第
四
条
は
、
都
市
計
画
を
「
都
市
の
健
全
な
発
展
と
秩
序
あ
る
整
備
を
図
る
た
め
の
土
地
利
用
へ
都
市
施
設
の
整
備
及

び
市
街
地
開
発
事
業
に
関
す
る
計
画
」
と
定
尭
し
た
上
で
'
第
二
章
(
第
七
条
以
下
)
　
に
お
い
て
具
体
的
に
規
定
さ
れ
る
都
市
計
画
の

内
容
を
'
こ
れ
に
先
ん
じ
る
形
で
列
挙
し
て
い
る
。
我
が
国
に
お
け
る
都
市
計
画
と
は
以
下
の
内
容
を
指
す
。

0
　
都
市
計
画
区
域
(
市
街
化
区
域
及
び
市
街
化
調
整
区
域
)

f
I
　
地
域
地
区
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臼
　
促
進
区
域

㈱
　
都
市
施
設

㈲
　
市
街
地
開
発
事
業

用
　
市
街
地
開
発
事
業
等
予
定
区
域

他
　
地
区
計
画
等

こ
こ
に
明
ら
か
な
如
-
、
一
九
八
〇
年
に
新
た
に
導
入
さ
れ
た
地
区
計
画
は
、
都
市
計
画
の
第
七
の
内
容
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

(
-
)

い
る
。
し
か
し
'
地
区
計
画
が
十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
現
段
階
に
お
い
て
'
我
が
国
の
都
市
計
画
の
基
本
の
一
つ
が
、

0
地
域
地
区
別
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
都
市
計
画
法
第
八
粂
第
一
項
は
、
当
該
都
市
計
画
区
域
に
定
め
う
る
地
域
と
し
て
'

「
用
途
地
域
」
と
総
称
さ
れ
る
次
の
八
地
域
を
列
挙
し
て
い
る
。
即
ち
、
第
一
種
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
住
居
専
用
地
域
、
住
居
地
域
へ

近
隣
商
業
地
域
、
商
業
地
域
へ
準
工
業
地
域
へ
工
業
地
域
へ
工
業
専
用
地
域
の
八
地
域
で
あ
る
。
そ
し
て
へ
各
地
域
内
に
お
い
て
い
か

な
る
建
築
物
が
可
能
か
否
か
に
つ
い
て
、
高
度
規
制
、
建
蔽
率
等
の
諸
条
件
と
と
も
に
、
「
-
-
地
域
内
に
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
建

築
物
」
と
い
う
禁
止
す
べ
き
建
築
物
を
列
挙
す
る
表
記
方
法
を
以
っ
て
、
こ
れ
を
具
体
的
に
規
定
す
る
法
律
が
建
築
基
準
法
に
他
な
ら

な
い
。
第
一
種
住
居
専
用
地
域
以
外
は
す
べ
て
、
こ
の
「
禁
止
列
挙
型
」
と
も
言
う
べ
き
表
記
方
法
に
よ
る
。

で
は
'
か
か
る
用
途
地
域
制
の
問
題
点
は
何
か
。
そ
れ
は
へ
　
こ
の
禁
止
規
定
が
極
め
て
緩
や
か
で
あ
る
こ
と
の
帰
結
と
し
て
、
各
地

域
を
意
図
さ
れ
た
用
途
に
特
化
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
例
を
住
居
地
域
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
都
市
計
画
法
第
九
条
第
三
項
に
よ
れ
ば
、
住
居
地
域
は
「
主
と
し
て
住
居
の
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環
境
を
保
護
す
る
た
め
」
(
傍
点
筆
者
)
に
定
め
ら
れ
る
地
域
で
は
あ
る
が
、
建
築
基
準
法
は
'
住
居
地
城
に
つ
い
て
、
床
面
積
五
〇
㌦

以
上
の
作
業
場
を
有
す
る
工
場
を
は
じ
め
、
騒
音
源
と
な
り
得
る
主
要
製
造
業
を
禁
止
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
同
様
に
、
「
主
と

し
て
商
業
そ
の
他
の
業
務
の
利
便
を
増
進
す
る
た
め
に
」
　
(
同
法
第
九
粂
第
五
項
へ
傍
点
筆
者
)
定
め
ら
れ
る
商
業
地
域
に
つ
い
て
も
'

建
築
基
準
法
は
'
床
面
積
一
五
〇
㌦
を
こ
え
る
作
業
場
を
有
す
る
工
場
へ
危
険
物
製
造
工
場
等
に
建
設
禁
止
対
象
を
限
定
し
て
い
る
。

何
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
建
築
基
準
法
の
定
め
る
か
か
る
禁
止
事
項
へ
　
さ
ら
に
個
別
建
築
敷
地
を
単
位
と
し
て
全
国
一
律
に
、
画
1

的
に
定
め
ら
れ
る
高
度
規
制
へ
建
蔽
率
、
容
積
率
、
斜
線
制
限
等
の
規
定
に
抵
触
し
な
い
限
り
へ
あ
ら
ゆ
る
建
築
行
為
が
可
能
と
な
る
。

こ
う
し
た
事
態
は
す
べ
て
の
用
途
地
域
に
妥
当
す
る
。
住
宅
へ
商
業
施
設
へ
遊
技
施
設
等
'
多
様
な
用
途
の
際
限
な
き
混
在
と
総
体
と

(
2
)

し
て
の
都
市
環
境
の
劣
化
、
さ
ら
に
そ
の
悪
循
環
は
'
用
途
地
域
の
か
か
る
矛
盾
を
直
裁
に
示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
'
ド
イ
ツ
の
地

区
詳
細
計
画
の
最
大
の
長
所
、
即
ち
へ
一
体
と
し
て
の
地
区
の
環
境
整
備
と
建
築
密
度
と
の
調
和
を
図
り
つ
つ
、
意
識
的
に
都
市
を
造

型
し
て
ゆ
く
と
い
う
発
想
を
兄
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

都
市
計
画
法
第
八
条
が
用
途
地
域
と
と
も
に
列
挙
し
て
い
る
そ
の
他
の
地
区
へ
歴
史
的
風
土
保
存
地
区
、
緑
地
保
全
地
区
へ
伝
統
的

建
造
物
群
保
存
地
区
等
の
地
区
の
指
定
が
、
用
途
地
域
の
指
定
同
様
、
い
わ
ば
形
式
的
「
色
塗
り
」
ぁ
る
い
は
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
域
を
で

る
も
の
で
は
な
-
、
指
定
地
区
内
の
具
体
的
規
制
が
古
都
保
存
法
へ
都
市
緑
地
保
全
法
へ
文
化
財
保
護
法
等
の
諸
法
律
に
委
ね
ら
れ
て

:
c
凸

い
る
事
実
も
'
都
市
的
地
域
を
一
体
と
し
て
総
合
的
に
整
備
す
る
視
点
を
欠
い
た
我
が
国
の
都
市
計
画
の
限
界
を
示
す
も
の
と
言
え
よ

I
3
i

こ
う
し
た
土
地
利
用
規
制
の
綾
さ
・
暖
昧
さ
は
、
都
市
計
画
の
第
一
の
内
容
と
し
て
の
都
市
計
画
区
域
の
設
定
に
も
等
し
-
看
取
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
「
1
体
の
都
市
と
し
て
総
合
的
に
整
備
し
'
開
発
し
'
及
び
保
全
す
る
必
要
が
あ
る
区
域
」
(
都
市
計
画
法
第
五
条
)
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を
対
象
に
'
都
道
府
県
知
事
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
る
都
市
計
画
区
域
自
体
が
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
自
治
体
全
域
を
包
含
す
る
も
の

で
は
な
い
。
指
定
範
囲
以
外
の
「
白
地
地
域
」
は
、
別
途
個
別
の
法
的
規
制
が
存
在
し
な
い
限
り
、
完
全
な
建
築
自
由
の
原
則
に
委
ね

Si.

ら
れ
る
結
果
と
な
る
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
自
治
体
の
策
定
す
る
土
地
利
用
計
画
(
F
プ
ラ
ン
)
　
が
自
治
体
全
域
を
対
象
と
し
、
且
つ
将
来
的
な
都
市
像
を
常

に
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
へ
　
こ
の
F
プ
ラ
ン
を
指
針
と
し
て
地
区
詳
細
計
画
(
B
プ
ラ
ン
)
が
作
成
さ
れ
る
か
否
か
に
よ
っ

(
.
n
)

て
'
す
べ
て
の
土
地
が
「
建
築
許
容
地
」
か
「
建
築
抑
制
地
」
か
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
を
今
一
度
想
起
す
る
時
へ
我
が
国
に
お
け
る
「
都

市
計
画
」
概
念
が
、
開
発
に
先
ん
じ
た
土
地
利
用
規
制
と
い
う
点
に
お
い
て
極
め
て
狭
隆
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
基

礎
自
治
体
を
責
任
主
体
と
す
る
将
来
的
な
都
市
需
要
の
予
測
と
こ
れ
に
基
づ
-
土
地
利
用
計
画
の
策
定
を
「
都
市
計
画
」
の
本
質
と
し

て
把
握
す
る
な
ら
ば
、
我
が
国
の
都
市
計
画
は
「
計
画
」
な
き
都
市
計
画
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

次
に
へ
都
市
秩
序
形
成
の
責
任
の
所
在
に
関
連
し
て
、
都
市
計
画
の
上
位
計
画
と
し
て
の
全
国
総
合
開
発
計
画
と
そ
の
帰
結
に
言
及

し
た
い
。

都
市
計
画
法
第
1
三
条
は
'
都
市
計
画
に
対
し
て
'
「
全
国
総
合
開
発
計
画
へ
首
都
圏
整
備
計
画
-
-
そ
の
他
の
国
土
計
画
又
は
地

方
計
画
に
関
連
す
る
法
律
に
基
づ
-
計
画
及
び
道
路
、
河
川
、
鉄
道
へ
港
湾
、
空
港
等
の
施
設
に
関
す
る
国
の
計
画
に
適
合
す
る
」
　
こ

と
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
都
市
計
画
法
及
び
国
の
計
画
双
方
に
内
在
す
る
法
制
度
上
の
不
備
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
上
位
計
画
を
法
規
範

m

の
一
種
と
は
見
な
し
得
な
い
と
し
て
も
'
そ
れ
ら
が
都
市
環
境
整
備
の
基
本
方
針
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ

ろ
う
。我

が
国
の
国
土
総
合
開
発
計
画
は
、
拠
点
開
発
構
想
を
中
心
に
据
え
た
「
全
国
総
合
開
発
計
画
」
(
全
稔
へ
一
九
六
二
年
)
を
起
点
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と
す
る
。
こ
れ
は
へ
主
要
都
市
の
肥
大
現
象
と
そ
の
弊
害
を
克
服
L
へ
合
わ
せ
て
既
存
工
業
地
域
以
外
の
諸
地
方
の
発
展
を
促
す
こ
と

を
目
的
と
し
た
が
'
実
際
に
は
'
新
産
業
都
市
等
一
部
の
地
域
以
外
の
地
方
は
'
具
体
的
政
策
無
き
ま
ま
に
放
置
さ
れ
た
。
重
化
学
、

大
規
模
事
業
重
視
の
国
の
基
本
姿
勢
は
「
新
全
回
線
合
開
発
計
画
」
　
(
新
全
稔
へ
一
九
六
九
年
)
　
に
も
継
承
さ
れ
へ
　
1
九
七
〇
年
代
の

過
疎
・
過
密
、
公
害
に
よ
る
生
活
・
環
境
破
壊
を
さ
ら
に
助
長
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
石
油
危
積
に
象
徴
さ
れ
る
国
際
経
済
の
混
乱
と
国
内
経
済
の
停
滞
と
い
う
状
況
の
中
で
、
初
め
て
「
定
住
構
想
」
を

前
面
に
出
し
た
の
が
「
第
三
次
全
国
総
合
開
発
計
画
」
　
(
三
全
総
、
一
九
七
七
年
)
　
で
あ
っ
た
。
し
か
し
'
開
発
か
ら
環
境
保
全
へ
と

初
め
て
方
向
を
転
換
し
、
地
方
都
市
の
居
住
環
境
へ
雇
用
条
件
の
整
備
と
そ
の
効
果
と
し
て
の
住
民
の
定
住
を
促
進
せ
ん
と
し
た
三
全

総
も
、
脆
弱
な
財
政
基
盤
と
権
限
し
か
持
た
な
い
基
礎
自
治
体
・
市
町
村
に
と
っ
て
'
机
上
の
計
画
で
あ
り
続
け
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。

現
在
、
東
京
1
極
集
中
の
打
開
と
多
極
分
散
型
国
土
の
形
成
を
基
本
目
標
に
'
「
第
四
次
全
国
総
合
開
発
計
画
」
(
四
全
総
、
一
九
八
七

年
)
　
が
策
定
さ
れ
て
い
る
。

(
7
)

こ
こ
に
概
観
し
た
如
-
、
我
が
国
の
国
土
・
地
域
・
及
び
都
市
政
策
は
急
激
な
形
で
進
行
し
た
都
市
化
と
産
業
構
造
の
変
化
の
中
で
、

極
め
て
状
況
主
義
的
な
性
格
を
有
し
て
お
-
、
各
都
市
に
お
け
る
良
質
な
居
住
環
境
の
形
成
・
保
全
の
努
力
を
促
し
、
且
つ
そ
れ
を
支

え
る
都
市
整
備
の
基
本
理
念
を
提
示
し
て
き
た
と
は
青
い
難
い
。
中
・
長
期
的
視
野
に
た
つ
首
尾
一
貫
し
た
国
土
管
理
'
及
び
土
地
利

用
へ
の
公
的
介
入
を
回
避
し
'
経
済
的
発
展
を
至
上
価
値
と
し
て
都
市
の
秩
序
な
き
成
長
を
放
置
し
て
き
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

都
市
計
画
が
無
秩
序
な
市
街
化
に
対
す
る
抑
制
手
段
と
し
て
規
定
す
る
、
市
街
化
区
域
・
市
街
化
調
整
区
域
の
線
引
き
や
開
発
許
可
制

.
Q

度
の
形
骸
化
へ
　
そ
の
帰
結
と
し
て
の
バ
ラ
建
ち
ス
プ
ロ
ー
ル
'
ミ
ニ
開
発
(
宅
地
規
模
の
細
分
化
)
、
総
体
と
し
て
の
居
住
環
境
の
劣

化
は
、
か
か
る
上
位
計
画
の
あ
り
棟
を
遠
因
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
態
は
'
一
九
六
〇
年
と
い
う
、
日
本
と
の
比
較
で
は
極
め
て
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早
い
段
階
に
お
い
て
連
邦
建
設
法
を
制
定
し
'
自
治
体
に
帰
属
す
る
土
地
利
用
規
制
の
根
拠
と
手
続
き
を
明
確
に
し
た
ド
イ
ツ
と
の
著

o

し
い
対
照
を
見
せ
て
い
る
。

口
　
地
　
区
　
計
　
画

一
九
八
〇
年
に
導
入
さ
れ
た
地
区
計
画
は
、
ま
さ
に
か
か
る
事
態
の
克
服
を
へ
　
そ
の
第
一
の
課
題
と
し
て
い
た
。

都
市
計
画
法
第
二
二
条
第
一
項
七
号
は
、
地
区
計
画
の
目
的
を
次
の
よ
う
に
明
示
し
て
い
る
。

「
地
区
計
画
は
'
市
街
化
区
域
内
に
お
い
て
'
公
共
施
設
の
整
備
へ
建
築
物
の
建
築
そ
の
他
の
土
地
利
用
の
現
状
及
び
将
来
の
見

通
し
を
勘
案
L
t
当
該
区
域
の
各
街
区
に
お
け
る
防
災
へ
安
全
へ
衛
生
等
に
関
す
る
機
能
が
確
保
さ
れ
t
か
つ
、
そ
の
良
好
な
環
境

の
形
成
又
は
保
持
の
た
め
そ
の
区
域
の
特
性
に
応
じ
て
合
理
的
な
土
地
利
用
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
呂
途
と
し
て
'
当
該
計
画
に
従
っ

て
秩
序
あ
る
開
発
行
為
へ
　
建
築
又
は
施
設
の
整
備
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
よ
う
に
定
め
る
こ
と
。
」

こ
こ
に
明
ら
か
な
如
く
、
地
区
計
画
は
、
従
来
マ
ク
ロ
の
視
点
か
ら
の
み
都
市
秩
序
を
把
掘
し
ょ
う
と
し
て
き
た
都
市
計
画
法
へ
敷

地
単
位
の
ミ
ク
ロ
の
視
点
か
ら
の
み
建
築
物
を
統
制
せ
ん
と
し
て
き
た
建
築
基
準
法
へ
　
こ
の
二
つ
の
全
国
1
率
の
画
一
的
な
法
律
の
矛

盾
と
限
界
を
克
服
L
へ
比
較
的
狭
い
範
囲
を
設
定
し
た
上
で
、
そ
の
一
体
的
・
総
合
的
な
都
市
環
境
整
備
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
。そ

の
最
大
の
特
質
は
'
第
一
に
基
礎
自
治
体
た
る
市
町
村
が
決
定
主
体
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
'
計
画
案
策
定
時
に
お
け
る
土
地
所
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(
1
0
)

有
者
、
住
民
等
利
害
関
係
者
の
意
見
の
聴
取
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

知
事
承
認
を
要
す
る
事
項
を
残
し
な
が
ら
も
、
市
町
村
が
、
都
市
秩
序
形
成
の
主
体
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
〓
疋
の
事
項
に
つ
い

て
は
独
自
に
計
画
を
策
定
し
得
る
と
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
小
さ
-
な
い
　
二
九
粂
一
項
二
一
項
)
o
従
来
、
都
市
計
画
の
策
定
及
び

決
定
権
限
が
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
に
帰
属
L
へ
後
者
の
決
定
は
常
に
前
者
の
承
認
を
条
件
と
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
へ
都
市
計

画
区
域
が
二
以
上
の
都
府
県
の
区
域
に
わ
た
る
場
合
に
は
建
設
大
臣
が
決
定
権
限
を
留
保
し
て
い
る
こ
と
へ
さ
ら
に
都
道
府
県
知
事
の

な
す
都
市
計
画
決
定
が
機
関
委
任
事
務
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
を
想
起
す
る
な
ら
ば
へ
そ
の
意
味
は
一
層
明
瞭
と
な
ろ
う
。

確
か
に
へ
市
町
村
が
独
自
に
定
め
得
る
内
容
は
限
定
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
へ
政
令
(
都
市
計
画
法
施
行
令
1
四
条
の
二
)
.
は
う
地

区
計
画
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
都
道
府
県
知
事
の
承
認
を
要
す
る
も
の
と
し
て
次
の
事
項
を
列
挙
し
て
い
る
。

一
道
路
で
幅
員
六
メ
1
-
ル
以
上
の
も
の
の
配
置
及
び
規
模

1
1
　
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
建
築
物
等
の
用
途
の
制
限

口
　
建
築
物
の
延
べ
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
の
壊
高
限
度
(
容
積
率
の
最
高
限
度
　
-
　
筆
者
)

ハ
　
建
築
物
の
建
築
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
の
最
高
限
度
(
建
蔽
率
の
最
高
限
度
1
筆
者
)

ニ
　
建
築
物
等
の
高
さ
の
最
高
限
度

ホ
　
建
築
物
の
敷
地
面
積
の
最
低
限
度
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(ll

(参考資料)東京都八王子市東めじろ台地区地区計画

なお、本地区計画が都市計画決定されるに至るまでの住民による住環境保護

運動と「まちづくり憲章」の策定の過程については、 r区画・再間発通信J (第

217号、 1988年1月、自治体研究社)を参照。
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都市計画決定;昭和61年11月22日　八王子告示第101号

名 称 東 め じろ台地 区計画

位 八王子 散田町三丁 目及 び散 田町四丁 目各地 内

面 耕 約6 .0h a

区

地区計画 の 目標 快 適で魅力 ある都市環境 を創出す るために、 当地 区

において現 に形成 されて い る低層 の一戸建 住宅 を主体

と した良好 な住環境 の維持 、保全 を図る ことを 目標 と

す る0 また、個 々の敷地 の緑 化を推進す るとともに、

撮地 を設け、線 あふれ る うるおい のある まちづ くりを

域

の

輿

備

.

開

発

及

び

保

全

に

めざす0

土地利用 の方針 敷地 の細分化 、建築物 の用途の混在 の防止 に.よ り、

すでに形成 されて いる低層の一戸建 住宅地 として維持、

保全 を図 る0 また、個々の敷地 にあ っては、生 け垣 な

どの禄 を配 し敷地 内縁化 を積操的 に進 め る0

地区 施設の整備 地区 内には、区画街路及び東散 田公園 (都市 計画公

? 方針 園 2 ・2 ・56 ) が配置 されて いる0 それ らの機 能が掛

.関

す

る

方

なわれ ないよ う、維 持、保全 を図 る0

建築 物等の整備 良好 な住 環境を有す る一戸建住 宅地 と して保 全す る

針 の方 針 ため 、建築物の用途 、建築物 の敷地面横 の最低限度 、

壁面の位艦の制限及び建築物 の高 さの肢高制 限を定 め、

建築行 為を誘導、規制す る0 また、垣 、 さ くは 、線 化

を図 るとともに、地震時 の倒壊 を防 止す るため に生 け

垣 を主体 と した ものとす る0



則細画計区地と画計市t*2.

*
v
=

く
ノO

J

4

-

地

区

隻

備

汁

画

位 八王子散 田三 丁 目及び散 田町 四丁 目各 地内

面 耕 約6 .0h a

痩

$

物

に

関

す

る

事

項

建築物 の用途 の 次 の各号 に掲げ る建築物 以外の建築 物は建 築 し

制限 て はな らない0

(知事承 認事項) 1 . 住宅 (長 屋を除 く○)

2 . 住宅 で事務所、店舗 その他 これ らに摂す る用

途 を兼 ね るものの うち延べ面群 の 2 分 の 1 以上

を居住 の用 に供 し、かつ、次の いずれ かの用途

を兼 ね るもの (これ らの用 途 に供 す る部分 の床

面諌 の合計が5 0m 'をこえ るもの を除 く0 )

(1) 事務 所 (汚物運搬用 自動車 、危険物運 搬用

自動 車その他 これ らに析す る自動坤で建 設大

臣の指定す る もののための駐車 施設 を同一 地

内に設けて業務 を迎 営す る ものを除 く0 )

(2) 日用晶の販売 を主た る目的 とす る店細

(3) 理 髪店、乗客院 、貸本屋

(4) 学習塾、華道教 室、囲碁 教室考の他 れ らに

撰す る施設

(5) 出力の合計 が0 .2KW 以 下の原 動機 を使 用す

る美術品又 は工芸 品 を製作 す るた めのア トリ

エ又 は工房

3. 診療所 (患者の収容施設を有す るものを除 く0 )

4 . 前各号 の建 築物 に附属す る建築物

建築物 の敷地両

横 の叔 低限度

(知事 承紀串項)

150 m1
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地

区

盤

m

汁

画

逮

壁面の位匿の制 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地

限 境界線までの距離は、0.7m以上としなければな

らない0

ただし、この臣鮭の限度に満たない臣鮭にある

建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当す

m

物

に

る場合にはこの限りでない○

1. 物匿その他これに撰する用途 (自動車車庫を

除く○) に供し、軒の高さが5m1以内であるこ

と0

関 2. 自動車車庫で軒の高さが2.3m以下であるこ

す

る

事

と0

建築物の高さの 9m

最高制限 ただし、地階を除く階数は2以下としなければ

項 (知串承認事項) ならない0

垣又はさくの構 生垣又はフエソスとしなければならない0

道の制限 ただし、高さ1m以下のコソクリートブロック、

石凍等はこの限りでない0

土地の利用の制限

地区内の樹林地及び草地を線地として保全する0

線地保全区域 面耕 約0.2ha

㈱ 考 区域及び線地保全区域は計画図表示のとおりである0
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し
か
し
'
都
道
府
県
知
事
の
承
紀
を
要
す
る
と
は
い
え
'
こ
う
し
た
土
地
利
用
規
制
を
含
め
へ
小
公
園
や
細
街
路
等
地
区
施
設
の
計

画
が
市
町
村
の
主
導
に
よ
っ
て
策
定
さ
れ
へ
地
区
の
秩
序
あ
る
整
備
へ
開
発
及
び
保
全
が
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
点
に
こ
そ
へ
地
区
計
画
の

最
も
重
要
な
機
能
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

で
は
'
第
二
の
特
質
た
る
利
害
関
係
者
の
意
見
の
聴
取
の
義
務
づ
け
は
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。

地
区
計
画
及
び
地
区
盤
備
計
画
の
決
定
手
続
き
の
1
つ
と
し
て
、
都
市
計
画
法
第
1
六
条
第
二
項
は
'
「
都
市
計
画
に
定
め
る
地
区

計
画
等
の
案
は
'
意
見
の
提
出
方
法
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
へ
そ
の
実
に
係
る
区
域

内
の
土
地
の
所
有
者
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
利
害
関
係
を
有
す
る
者
の
意
見
を
求
め
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
」
と
し
て
'
住
民
参
加

の
道
を
大
き
く
開
い
て
い
る
。
1
般
の
都
市
計
画
に
関
わ
る
公
聴
会
の
開
催
等
が
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
が
「
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
」
場
合
に
の
み
と
ら
れ
る
措
置
で
あ
る
こ
と
　
(
一
六
条
一
項
)
'
都
市
計
画
案
の
縦
覧
、
住
民
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
、
ま
た

都
市
計
画
審
議
会
等
の
手
続
き
が
素
案
決
定
後
の
手
続
き
で
あ
る
こ
と
に
対
し
'
一
六
粂
二
項
の
特
質
は
、
素
案
作
成
の
段
階
に
お
け

る
住
民
参
加
を
認
め
て
い
る
点
に
あ
る
。
し
か
も
へ
意
見
の
提
出
方
法
へ
計
画
案
の
内
容
と
な
る
べ
き
事
項
の
提
示
方
法
(
政
↑
-

都
市
計
画
法
施
行
令
1
0
条
の
二
)
　
に
つ
い
て
条
例
で
定
め
る
と
し
て
い
る
点
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
'
地
区
計
画
の
主
体
と
し

て
の
市
町
村
と
い
う
位
准
づ
け
が
へ
　
こ
こ
に
お
い
て
も
貫
か
れ
て
い
る
。

但
し
、
一
六
条
二
項
の
い
う
「
利
害
関
係
を
有
す
る
者
」
に
つ
い
て
は
へ
政
令
(
都
市
計
画
法
施
行
令
一
〇
条
の
三
)
は
、
対
抗
要

件
を
備
え
た
地
上
権
、
貸
借
権
又
は
登
記
し
た
先
取
特
権
等
を
有
す
る
者
に
限
定
し
て
お
り
へ
広
く
地
域
内
住
民
を
も
包
含
す
る
内
容

と
は
な
っ
て
い
な
い
。

以
上
、
地
区
計
画
の
二
つ
の
特
質
を
概
観
し
た
。
む
ろ
ん
制
度
と
し
て
な
お
改
善
す
べ
き
余
地
を
残
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
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あ
る
。
地
区
計
画
の
通
用
対
象
区
域
の
限
定
性
は
そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
。
即
ち
へ
都
市
計
画
法
第
二
一
条
の
四
第
三
項
は
次
の
三
区
域

を
対
象
区
域
と
し
て
予
定
し
て
い
る
。

一
市
街
地
開
発
事
業
そ
の
他
相
当
規
模
の
建
築
物
若
し
く
は
そ
の
敷
地
の
整
備
又
は
こ
れ
ら
と
併
せ
て
行
う
公
共
施
設
の
整
備
に

関
す
る
事
業
が
行
わ
れ
る
'
又
は
行
わ
れ
た
土
地
の
区
域

二
　
現
に
市
街
化
し
っ
つ
あ
り
、
又
は
市
街
化
す
る
i
)
と
が
確
実
と
見
込
ま
れ
る
土
地
の
区
域
で
'
公
共
施
設
の
整
備
の
状
況
へ
土

地
利
用
の
動
向
等
か
ら
み
て
不
良
な
街
区
の
環
境
が
形
成
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

三
　
健
全
な
住
宅
市
街
地
に
お
け
る
良
好
な
居
住
環
境
そ
の
他
優
れ
た
街
区
の
環
境
が
形
成
さ
れ
て
い
る
土
地
の
区
域

ド
イ
ツ
に
お
け
る
土
地
利
用
計
画
(
F
プ
ラ
ン
)
　
が
自
治
体
全
域
を
対
象
と
し
へ
そ
れ
に
基
づ
-
地
区
詳
細
計
画
(
B
プ
ラ
ン
)
が

策
定
さ
れ
て
初
め
て
へ
計
画
に
従
っ
た
建
築
・
開
発
行
為
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
へ
　
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
土
地
が
開
発
抑
制
地
と
な
る

こ
と
に
比
較
す
る
と
'
か
か
る
適
用
区
域
の
限
定
性
は
、
中
・
長
期
的
に
見
て
へ
結
局
は
都
市
全
体
の
居
住
環
境
の
劣
化
に
連
動
す
る

の
で
は
な
い
か
'
ま
た
地
区
計
画
と
い
う
新
た
な
手
法
に
期
待
さ
れ
る
都
市
秩
序
形
成
機
能
を
著
し
-
稜
小
化
す
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
懸
念
が
生
じ
る
。

ま
た
、
地
区
計
画
が
居
住
環
境
整
備
の
手
段
と
し
て
で
は
な
-
、
大
規
模
資
本
の
参
加
に
よ
る
当
該
地
域
の
開
発
・
高
度
利
用
を
目

(
2
)

的
と
し
た
規
制
緩
和
の
手
法
と
な
り
得
る
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
再
開
発
地
区
計
画
の
策
定
に
よ
っ
て
'
建
築
基
準
法
の
規
定
す
る

建
築
用
途
'
容
穣
率
等
の
制
限
が
緩
和
さ
れ
る
事
態
は
へ
　
そ
の
具
体
例
で
あ
る
。
都
市
秩
序
へ
生
活
環
境
形
成
の
主
体
と
し
て
の
市
町
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相
の
あ
-
方
が
問
わ
れ
て
い
る
と
育
っ
て
よ
い
。

し
か
し
'
現
段
階
に
お
い
て
様
々
な
問
題
を
内
在
さ
せ
て
い
る
と
は
い
え
へ
地
区
計
画
制
度
の
活
用
が
、
都
市
環
境
形
成
の
主
体
た

る
市
町
村
へ
及
び
住
民
双
方
の
問
題
意
識
を
喚
起
す
る
重
要
な
契
機
に
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
'
ま
た
へ
　
そ
の
こ
と
が
'
ひ
い
て
は
現

行
都
市
計
画
法
制
の
矛
盾
を
漸
次
的
な
が
ら
も
克
服
し
て
ゆ
く
決
定
的
な
手
段
と
な
-
得
る
こ
と
に
'
我
々
は
改
め
て
注
目
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

千
)
　
吉
田
公
二
「
新
し
い
都
市
登
債
の
展
開
」
 
'
福
田
秀
文
「
地
区
計
画
制
度
の
創
設
　
-
　
都
市
計
画
法
及
び
建
築
基
準
法
の
7
部
改
正
」
へ
r
自

治
研
究
し
第
五
六
巻
第
七
号
)

(
2
)
　
な
お
'
今
日
の
住
宅
・
土
地
間
礎
の
根
底
に
登
合
性
な
き
土
地
利
用
計
画
が
あ
る
と
の
故
紙
か
ら
'
建
設
省
が
'
各
地
方
自
治
体
の
作
成
す

る
「
都
市
計
画
の
整
備
、
開
発
へ
保
全
の
方
針
等
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
)
」
の
機
能
強
化
へ
用
途
地
域
指
定
の
詳
細
・
細
分
化
'
都
市
計
画
に
基

づ
く
個
別
計
画
へ
の
助
音
制
度
・
勧
告
制
皮
の
導
入
等
を
骨
子
と
す
る
'
現
行
都
市
計
画
法
の
大
幅
改
正
案
を
準
備
中
で
あ
る
と
の
報
道
が
既

に
な
さ
れ
て
い
る
.
r
日
本
経
済
新
開
し
一
九
九
〇
年
一
〇
月
二
七
日
0
ま
た
'
ア
メ
リ
カ
型
の
辞
細
用
途
・
串
用
地
域
制
が
日
本
の
モ
デ
ル

と
し
て
適
切
と
の
認
杜
か
ら
1
二
の
区
分
か
ら
な
る
新
用
途
地
域
試
案
も
民
間
か
ら
公
表
さ
れ
て
お
り
へ
用
途
地
域
制
の
抜
本
的
見
直
し
は
必

至
の
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
同
上
へ
一
九
九
一
年
一
月
一
七
日
。

(
3
)
　
五
十
嵐
敬
喜
r
現
代
都
市
法
の
生
成
し
　
(
三
省
堂
'
一
九
八
〇
年
)
、
六
〇
-
六
二
頁
。

(
4
)
　
藤
田
宙
靖
r
西
ド
イ
ツ
の
土
地
法
と
日
本
の
土
地
法
」
　
(
創
文
社
へ
　
1
九
八
八
年
)
、
〓
-
二
二
貢
.

(
5
)
　
藤
田
苗
靖
'
前
掲
書
'
七
-
一
〇
貫
。
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(
6
)
　
成
田
頼
明
r
土
地
政
策
と
法
L
　
(
弘
文
堂
、
平
成
元
年
)
t
 
E
l
三
頁
O

(
7
)
　
青
田
公
二
、
前
掲
論
文
'
一
七
-
1
<
頁
。
昭
和
三
五
年
以
降
五
〇
年
ま
で
の
わ
ず
か
1
五
年
間
に
形
成
さ
れ
た
市
街
地
が
'
面
積
に
お
い

て
、
昭
和
三
五
年
ま
で
に
形
成
さ
れ
た
全
市
街
地
面
積
を
凌
駕
す
る
と
い
う
急
速
'
大
規
模
な
都
市
化
現
象
を
'
「
わ
が
国
全
体
が
都
市
化
社

会
を
形
成
す
る
か
た
ち
で
都
市
化
が
進
行
し
て
い
る
」
と
表
現
し
て
い
る
。

(
8
)
　
五
十
嵐
敬
事
へ
前
掲
書
へ
六
二
-
六
三
頁
。
昭
和
四
四
年
へ
図
が
通
達
に
よ
っ
て
へ
既
成
の
宅
地
ま
た
は
宅
地
状
に
あ
る
土
地
に
お
け
る
建

築
行
為
を
開
発
行
為
と
し
な
い
と
し
た
こ
と
'
さ
ら
に
'
許
可
制
度
の
適
用
対
象
を
1
0
0
0
～
E
以
上
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
制
度
自
体
が

な
し
-
ず
し
的
に
意
味
を
失
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

(
9
)
　
藤
田
宙
靖
へ
前
掲
書
'
1
九
頁
O
本
書
は
同
時
に
へ
連
邦
建
設
法
が
保
守
党
政
権
の
下
で
成
立
し
た
こ
と
、
そ
の
背
景
に
「
法
制
度
の
連
続

的
な
発
展
が
存
在
す
る
」
　
こ
と
に
改
め
て
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。

(
2
)
　
地
区
計
画
制
度
の
性
格
と
構
造
へ
活
用
の
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
石
田
頼
房
「
地
区
計
画
制
度
の
問
題
点
と
活
用
(
そ
の
1
-
そ
の
4
)
」
(
r
住

民
と
自
治
J
一
九
八
一
年
一
〇
・
一
一
二
二
月
、
1
九
八
二
年
一
月
)
　
に
詳
し
い
.
ま
た
、
計
画
の
主
体
と
し
て
の
市
町
村
'
住
民
参
加
へ

土
地
利
用
制
御
等
、
新
し
い
独
自
の
棲
能
を
有
す
る
都
市
計
画
シ
ス
テ
ム
と
し
て
地
区
計
画
を
把
握
し
'
そ
の
構
造
と
機
能
、
そ
れ
を
左
右
す

る
諸
条
件
を
t
よ
り
広
い
視
野
か
ら
辞
述
し
た
文
献
と
し
て
、
目
端
康
雄
r
ミ
ク
ロ
の
都
市
計
画
と
土
地
利
用
し
(
学
芸
出
版
社
、
一
九
八
八
年
)

を
参
照
。
ま
た
t
 
r
都
市
計
画
]
　
(
1
二
四
、
特
集
‥
実
践
初
動
期
の
地
区
計
画
、
一
九
八
二
年
)
、
同
(
二
二
二
へ
特
集
‥
地
区
計
画
　
-
　
三

年
間
の
実
践
を
ふ
ま
え
て
　
-
、
一
九
八
四
年
)
　
に
お
い
て
'
地
区
計
画
の
様
々
な
事
例
と
市
町
村
の
試
行
錯
誤
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
合
わ

せ
て
、
r
土
地
住
宅
問
題
J
　
二
三
六
'
一
九
八
五
年
二
一
月
)
所
収
へ
座
談
会
「
地
区
計
画
制
度
の
新
た
な
展
開
に
向
け
て
」
を
参
照
。

(
3
)
　
八
王
子
市
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課
r
東
め
じ
ろ
台
地
区
地
区
計
画
　
届
出
の
手
引
㌔
手
引
の
中
に
は
'
ま
ち
づ
-
り
の
基
本
姿
勢
、
ね

ら
い
等
を
規
定
し
た
「
ま
ち
づ
く
り
憲
章
」
が
あ
わ
せ
て
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
0
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(
S
)
　
地
区
計
画
が
民
間
資
本
に
よ
る
開
発
計
画
に
重
な
る
可
能
性
を
も
つ
点
に
つ
い
て
は
へ
容
横
率
の
練
和
へ
用
途
地
域
の
変
更
を
も
っ
て
再
開

発
を
試
み
よ
う
と
し
た
東
京
・
府
中
市
の
事
例
を
参
照
。
r
区
画
・
再
開
発
通
信
J
　
(
第
二
二
四
号
'
一
九
八
八
年
)

四

　

お

　

わ

　

り

　

に

我
が
国
の
都
市
計
画
は
'
明
治
期
以
来
今
日
ま
で
'
欧
米
諸
国
の
様
々
な
都
市
計
画
手
法
、
行
政
技
術
を
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

整
え
ら
れ
て
き
た
。
建
築
線
、
土
地
収
用
へ
ゾ
ー
ニ
ン
グ
、
開
発
許
可
制
度
、
容
積
率
等
は
そ
の
一
例
と
言
え
よ
う
。
地
区
計
画
制
度

も
ま
た
、
西
欧
に
起
源
を
有
L
へ
我
が
国
に
導
入
さ
れ
た
そ
う
し
た
手
法
の
一
つ
に
他
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
我
が
国
の
都
市
計
画
法
制
を
総
体
と
し
て
と
ら
え
へ
そ
れ
が
は
た
し
て
人
間
の
生
活
の
場
と
し
て
の
良
好
な
都
市
環
境
の

形
成
と
発
展
に
真
撃
な
関
心
を
寄
せ
て
き
た
か
と
い
う
設
問
を
設
定
す
る
と
す
れ
ば
'
否
と
答
え
ざ
る
を
得
な
い
。
国
レ
ベ
ル
で
の
経

済
的
発
展
と
そ
れ
に
伴
う
急
激
な
都
市
化
が
先
行
す
る
な
か
で
'
自
治
体
が
主
体
と
な
っ
て
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
生
活
の
場
と
し
て
の

(
-
)

都
市
環
境
を
整
備
し
'
同
時
に
非
都
市
的
環
境
を
保
全
す
べ
き
と
す
る
認
識
は
極
め
て
希
薄
で
あ
っ
た
。
行
政
官
僚
制
の
セ
ク
シ
ョ
ナ

r
a

リ
ズ
ム
の
中
に
あ
っ
て
、
行
政
の
対
応
は
常
に
対
症
療
法
的
、
現
状
追
認
的
対
応
で
あ
り
、
そ
の
消
極
性
を
背
景
に
'
今
日
、
実
態
と

し
て
極
め
て
強
力
且
つ
無
原
則
な
土
地
所
有
権
を
行
使
し
得
る
地
権
者
に
よ
っ
て
、
都
市
の
秩
序
が
左
右
さ
れ
る
状
況
が
常
態
化
し
て

い
る
。こ

う
し
た
事
態
の
背
後
に
あ
る
最
も
注
目
す
べ
き
問
題
は
何
か
。
そ
れ
は
'
我
が
国
の
行
政
及
び
住
民
が
'
西
欧
諸
国
の
多
様
な
都
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市
計
画
手
法
・
技
術
の
根
底
に
あ
る
理
念
へ
即
ち
へ
都
市
の
秩
序
あ
る
発
展
は
行
政
の
積
極
的
関
与
に
よ
る
事
前
の
土
地
利
用
規
制
に

G
)

よ
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
と
い
う
理
解
を
共
有
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

地
区
計
画
制
度
は
、
か
か
る
伝
統
的
な
都
市
計
画
法
制
の
矛
盾
を
打
開
せ
ん
と
す
る
試
み
の
1
つ
で
あ
る
。
確
か
に
へ
前
述
の
如
-
、

地
区
計
画
制
度
自
体
へ
ド
イ
ツ
の
地
区
詳
細
計
画
(
B
プ
ラ
ン
)
を
青
写
真
と
し
つ
つ
も
'
全
く
同
様
の
機
能
を
果
た
す
も
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
極
め
て
不
完
全
な
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
'
我
が
国
の
都
市
の
現
状
を
'
地
区
と
い
う
単
位
を
基
礎
に
漸
次
改

善
し
へ
　
そ
の
集
積
を
以
っ
て
都
市
的
地
域
全
域
の
秩
序
化
に
誘
導
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
用
途
地
域
の
細
分
化
と
と
も
に
へ
今
後
の
都
市

環
境
整
備
に
不
可
欠
の
手
段
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
へ
地
区
計
画
の
慈
恵
的
活
用
を
排
し
っ
つ
'
こ
れ
を
都
市

計
画
の
基
本
の
一
つ
に
据
え
て
ゆ
-
こ
と
こ
そ
が
、
今
日
へ
都
市
計
画
を
実
質
的
な
「
計
画
」
と
し
て
意
味
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
'

最
も
重
要
且
つ
焦
眉
の
行
政
課
題
と
し
て
設
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
課
題
に
応
え
る
こ
と
は
ま
た
へ
都
市
居
住

環
境
の
公
共
性
即
ち
都
市
空
間
が
地
域
社
会
全
体
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
自
明
の
'
し
か
し
常
に
軽
視
さ
れ
て
き
た
基
本
原

(
-
)

理
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

(
1
)
　
地
区
計
画
制
度
蒔
人
前
の
日
本
を
訪
れ
へ
様
々
な
提
音
を
残
し
て
い
る
H
・
フ
エ
ル
ス
タ
ー
・
ベ
ル
リ
ン
工
科
大
学
教
授
は
'
日
本
が
人
間

の
尊
厳
に
値
す
る
環
境
と
よ
り
高
い
生
活
水
準
を
得
る
に
は
、
「
大
工
業
国
家
の
ひ
と
つ
と
し
て
発
展
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
の
と
同
程

度
の
す
べ
て
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
投
入
を
必
要
と
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
日
笠
瑞
相
著
r
地
区
計
画
-
　
都
市
計
画
の
新
し
い
展
匹
(
共
立
出
版
、

昭
和
五
六
年
)
、
三
八
頁
。
H
・
フ
エ
ル
ス
タ
ー
r
日
本
の
都
市
計
画
制
度
の
印
象
」
(
r
ジ
ュ
リ
ス
ト
J
 
B
六
七
五
'
成
田
訳
)
、
八
六
-
八
九

頁
。
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(
2
)
　
行
政
官
僚
制
の
割
拠
主
義
は
'
図
書
館
、
公
民
館
へ
幼
稚
園
、
保
育
所
等
所
管
官
庁
を
異
に
す
る
多
様
な
地
区
施
設
が
'
個
別
補
助
金
を
得

て
'
相
互
に
連
関
の
な
い
ま
ま
に
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
.
日
笠
端
編
著
'
前
掲
書
、
四
二
頁
o

(
3
)
　
日
笠
端
「
住
宅
・
宅
地
間
韻
に
対
す
る
都
市
計
画
の
役
割
」
(
r
新
都
市
)
 
、
第
四
四
巻
二
月
)
へ
一
六
頁
。
わ
が
国
の
市
街
地
環
境
盤
傍
の

遅
れ
は
、
「
地
権
者
の
意
向
が
強
す
ぎ
る
」
中
で
「
地
区
レ
ベ
ル
の
都
市
計
画
が
強
制
力
を
持
た
ず
'
義
務
付
け
を
欠
い
て
い
る
こ
と
に
尽
き
る
」

と
批
判
し
て
い
る
。

(
4
)
　
東
京
都
住
宅
政
策
懇
談
会
は
、
住
宅
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
策
定
と
そ
れ
を
土
地
利
用
計
画
の
詳
細
化
に
連
動
さ
せ
る
こ
と
の
必
要
性
を
指
摘

し
っ
つ
'
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
具
体
化
手
段
の
一
つ
と
し
て
の
地
区
計
画
に
言
及
L
t
「
な
か
で
も
'
地
区
計
画
馴
鹿
は
土
地
利
用
の
規
制
・

誘
導
を
図
る
も
の
で
あ
り
へ
そ
の
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
が
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
活
用
の
一
例
と
し
て
'
「
地
区
計
画

と
用
途
地
域
へ
容
積
率
の
見
直
し
と
の
連
動
'
地
区
施
設
盤
備
事
業
や
地
区
計
画
連
合
型
建
築
物
に
対
す
る
助
成
の
拡
充
、
税
制
上
の
優
遇
措

置
」
等
を
列
挙
L
t
「
地
域
特
性
に
応
じ
た
モ
デ
ル
的
取
組
み
」
な
ど
を
通
し
て
「
行
政
が
積
極
的
に
働
き
か
け
て
い
-
こ
と
が
望
ま
れ
る
」

と
提
言
し
て
い
る
。
東
京
都
r
東
京
都
住
宅
政
策
懇
談
会
報
告
]
　
(
平
成
二
年
四
月
二
E
g
日
)
、
二
五
-
二
六
頁
。


